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一
　
は
じ
め
に

　
ド
イ
ツ
の
公
法
学
、
わ
け
て
も
憲
法（
1
）学が
、
こ
ん
に
ち
大
き
な
転
換
の
時
代
を
迎
え
て
い
る
。
あ
る
論
者
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
憲
法

学
は
「
自
己
理
解
の
危
機
」
に
陥
っ
て
い
る
と
分
析
し
、
ま
た
あ
る
論
者
は
「
不
快
感
が
潜
在
し
て
い
る
段
階
」
に
あ
る
と
い（
2
）う。

ド
イ

ツ
国
内
の
憲
法
学
の
あ
り
方
を
自
己
批
判
的
に
扱
っ
た
文
献
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
書
籍
の
形
で
出
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
枚
挙
に
い

と
ま
が
な（
3
）い。

か
の
論
者
が
い
う
「
危
機
」
と
は
一
体
何
な
の
か
、「
不
快
感
」
は
な
ぜ
生
ま
れ
、
い
か
に
し
て
除
去
す
る
こ
と
が
可
能

な
の
か
。

　
我
が
国
の
憲
法
学
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
は
、
戦
前
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
に
至
っ
て
も

―
近
代
立
憲
主
義
に
対
す
る
ア

ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
「
反
・
準
拠
国
」
と
し
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
米
仏
に
次
ぐ
「
準
・
準
拠
国
」
と
し
て
で
あ（
4
）れ

―
常
に
何
ら

か
の
レ
レ
バ
ン
ス
を
持
っ
て
存
在
し
て
き
た
。
さ
ら
に
近
時
、
人
権
論
の
領
域
を
中
心
に
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
は
ま
す
ま
す
注
目
を
集
め
て

い（
5
）る。

も
し
、
彼
国
の
憲
法
学
に
新
た
な
潮
流
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
我
が
国
の
憲
法
学
に
と
っ
て
も
無
視
し
う

る
事
象
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
こ
ん
に
ち
置
か
れ
た
状
況
、
そ
の
中
で
見
ら
れ
る
新
た
な
潮
流
に
つ
い
て
紹
介
・
分
析
す
る
こ
と

を
試
み
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
戦
後
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
素
材
と
し
て
、
基
本
法
に
つ
い
て
の
巨
大
な
解

釈
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
を
主
た
る
作
業
と
し
て
き
た
が
、
近
時
、
実
務
と
の
距
離
に
つ
い
て
反
省
を
促
す
声
、
学
と
し
て
の
憲
法
学
の

自
律
を
求
め
る
声
が
強
ま
り
、
新
し
い
学
問
潮
流
を
形
成
し
て
い（
6
）る。
こ
の
新
潮
流
の
特
徴
と
し
て
、
①
理
論
（Theorie

）
志
向
、
②
法

ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
対
す
る
懐
疑
的
な
姿
勢
、
③
国
際
性
お
よ
び
学
際
性
の
重
視
、
④
比
較
法
・
法
史
学
・
法
社
会
学
な
ど
の
基
礎
分
野

に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
中
心
的
論
者
と
し
て
は
、
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
、
レ
プ
ジ
ウ
ス
、
メ
ラ
ー
ス
、
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シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
ら
が
挙
げ
ら
れ
よ（
7
）う。

　
本
稿
は
ま
ず
、
学
問
と
し
て
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
特
徴
と
そ
の
現
代
的
課
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
（
二
）、
そ
も
そ
も
な

ぜ
い
ま
に
な
っ
て
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
新
潮
流
が
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
原
因
を
幾
つ
か
の
側
面
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い

（
三
）。
そ
の
う
え
で
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
今
後
い
か
な
る
方
向
に
向
か
う
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
（
四
）、
最
後
に
我
が
国
と
の
比
較
で

若
干
の
考
察
を
行
う
（
五
）。

　
な
お
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
の
新
た
な
学
問
潮
流
を
我
が
国
の
憲
法
学
が
見
習
う
べ
き
だ
と
考
え
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
否
定
す

る
つ
も
り
も
な
い
。
た
だ
言
え
る
の
は
、
危
機
に
あ
る
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
の
議
論
と
向
か
い
合
う
こ
と
で
、
日
々
の
学
問
上
の
研
究
対
象

を
よ
り
良
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ま
た
、
自
身
に
つ
い
て
考
え
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る（
8
）。

二
　
ド
イ
ツ
憲
法
学
と
い
う
《
特
殊
》

―
そ
の
特
徴
と
現
代
的
課
題

　
新
潮
流
の
学
者
た
ち
の
議
論
の
出
発
点
で
あ
り
核
心
を
な
し
て
い
る
の
は
、《
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
（Rechtsdogm

atik

―
「
法
教
義

学
」
と
も
）》
が
憲
法
学
の
中
心
を
占
め
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
自
体
が
興
味

深
い
考
察
の
対
象
で
あ
る
が
（
後
述
㈡
）、
さ
し
あ
た
り
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
「
実
定
法
に
つ
い
て
の
解
釈
学
」
と
同
一
視
す
る
こ

と
に
し
て
、
本
章
で
は
ま
ず
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
で
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
中
心
と
す
る
特
殊
な
憲
法
学
が
発
展
し
た
の
か
に
つ
い
て
分
析
し

た
の
ち
、
憲
法
に
お
け
る
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
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㈠
　
憲
法
学
と
実
務
の
密
接
な
結
び
つ
き

　
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
が
、
判
例
を
基
礎
と
し
た
基
本
法
の
条
文
解
釈
を
中
心
に
営
ま
れ
て
い
る
原
因
は
、
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
法
曹

教
育
シ
ス
テ
ム
全
般
の
問（
9
）題、

さ
ら
に
国
法
学
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
外
部
か
ら
制
度
的
に
遮
断
さ
れ
て
い
る
こ
）
10
（

と
な
ど
に
も
求
め
ら
れ
よ

う
が
、
し
か
し
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
国
際
的
に
み
て
極
め
て
密
接
な
憲
法
学
と
実
務
の
結
び
つ
き
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

1　

立
法
・
行
政
実
務
と
ド
イ
ツ
憲
法
学

　
ド
イ
ツ
憲
法
学
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
（
後
述
２
）、
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
憲
法
学
は
立
法
や
行
政
、
場
合
に
よ
っ
て
は
憲
法
制
定
に
至
る
ま
で
、
広
い
意
味
で
の
憲
法
実
務
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

こ
の
伝
統
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
す
で
に
見
い
だ
さ
れ
る
）
11
（
が
、
戦
後
、
結
び
つ
き
は
よ
り
強
固
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
基
本
法
の
も
と
で
大
学
の
憲
法
学
者
が
公
職
に
就
い
た
例
に
は
事
欠
か
な
い
）
12
（

が
、
政
治
と
の
距
離
の
近
さ
に
お
い
て
と
り
わ
け
代
表
的

な
人
物
と
し
て
、
ブ
ラ
ン
ト
政
権
に
お
い
て
連
邦
首
相
府
長
官
を
務
め
た
エ
ー
ム
ケ
、
州
の
文
化
ス
ポ
ー
ツ
大
臣
、
内
務
大
臣
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
判
事
、
さ
ら
に
連
邦
大
統
領
ま
で
務
め
た
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
、
コ
ー
ル
政
権
で
連
邦
国
防
大
臣
を
務
め
た
シ
ョ
ル
ツ
、
コ
ー
ル
政

権
で
連
邦
司
法
大
臣
を
務
め
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
‐
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
的
繫
が
り
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
で
は
、

憲
法
学
の
専
門
知
識
が
政
治
の
ア
リ
ー
ナ
で
実
際
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
逆
に
、
実
務
で
得
た
経
験
・
知
識
が
学
問
の
世
界
に
還
元
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
憲
法
学
者
が
官
庁
の
た
め
の
意
見
書
を
作
成
し
た
り
、
議
会
の
公
聴
会
、
諸
々
の
委
員
会
で
活
動
し
た
り
、
あ
る
い
は
政
治
家

の
相
談
役
を
務
め
る
こ
と
で
、
実
務
に
お
い
て
幅
広
く
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
）
13
（
る
。

　
こ
の
よ
う
な
密
接
な
関
係
は
、
立
法
・
行
政
実
務
に
お
い
て
憲
法
学
が
持
つ
影
響
力
を
高
め
る
が
、
他
方
で
、
学
問
の
名
の
下
で
政
党

政
治
が
営
ま
れ
る
危
険
性
を
孕
む
こ
と
も
ま
た
否
定
さ
れ
得
な
い
。
大
学
の
研
究
者
が
自
ら
政
治
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
な
っ
て
実
務
を
動
か
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し
う
る
た
め
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
は
他
国
と
比
較
し
て
、
実
務
に
役
立
つ
、《
参
加
者
》
の
学
と
し
て
の
性
質
を
強
め
て
い
る
と
い
え
る
。

2　

連
邦
憲
法
裁
判
所
と
ド
イ
ツ
憲
法
学

―
幸
せ
な
共
生
？

　
ド
イ
ツ
憲
法
学
と
（
憲
）
法
実
務
の
最
大
の
接
点
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
一
九
五
一
年
の
創
設
以

後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
事
に
は
数
多
く
の
著
名
な
公
法
学
者
が
任
命
さ
れ
て
き
た
）
14
（

が
、
学
者
判
事
を
任
命
す
る
傾
向
は
一
九
八
〇
年

代
以
降
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
き
て
お
り
、
現
在
で
は
、
裁
判
所
の
約
半
数
の
裁
判
官
が
大
学
の
公
法
教
授
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
。
こ
ん

に
ち
の
ド
イ
ツ
の
公
法
学
者
に
と
っ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
事
へ
の
就
任
は
キ
ャ
リ
ア
の
最
終
か
つ
最
高
の
到
達
点
と
さ
）
15
（

れ
、
判
事
と

な
っ
た
学
者
は
自
身
の
知
識
を
裁
判
実
務
に
存
分
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
裁
判
官
に
な
ら
ず
と
も
、
訴
訟
代
理
人
を
務
め
た

り
、
あ
る
い
は
著
作
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
者
は
間
接
的
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
で
き
る
。
連
邦

憲
法
裁
判
所
で
な
さ
れ
る
議
論
は
、
大
学
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
極
め
て
専
門
学
術
的
、
内
容
の
濃
い
も
の
で
あ
）
16
（
り
、

ま
た
学
術
論
文
を
思
わ
せ
る
判
決
文
で
は
、
学
者
が
書
い
た
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
や
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
学
術
論
文
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
者
は
、
様
々
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
憲
法
裁
判
実
務
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
実
際
、
こ
ん
に

ち
ま
で
影
響
を
有
す
る
重
要
判
決
が
学
説
理
論
を
（
部
分
的
で
あ
れ
）
採
用
し
た
例
に
は
事
欠
か
な
）
17
（

い
（
も
っ
と
も
、
年
を
追
う
ご
と
に
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
学
者
の
著
作
な
い
し
他
の
裁
判
所
の
判
決
を
引
用
す
る
代
わ
り
に
、
自
身
の
判
例
を
理
由
づ
け
に
用
い
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と

さ
れ
）
18
（

る
）。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
国
際
的
に
比
類
な
い
ほ
ど
の
、
学
問
と
裁
判
実
務
の
密
接
な
結
び
つ
）
19
（

き
」
が
生
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
し
か
し
、

決
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
の
み
捉
え
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
特
徴
が
強
力
な
憲
法
裁
判
権
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ

り
、
こ
ん
に
ち
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
「
判
決
と
異
な
る
見
解
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
も
の
と
な
）
20
（

る
」
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
憲
法
学
者
の
な
か
で
は

―
無
意
識
的
で
あ
れ

―
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
、
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
教
説
（
ド
グ
マ
）
の
ご
と



法学政治学論究　第117号（2018.6）

38

く
扱
う
傾
向
が
助
長
さ
れ
、
結
果
的
に
、
メ
タ
レ
ベ
ル
の
憲
法
理
論
や
比
較
憲
法
、
法
史
学
や
他
の
学
問
分
野
へ
の
関
心
は
低
下
す
る
。

3　
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
実
証
主
義
」

―
憲
法
学
の
没
落
か
、
あ
る
い
は
地
位
の
向
上
か
？

　
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
置
か
れ
た
問
題
状
況
は
、
シ
ュ
リ
ン
ク
が
一
九
八
九
年
の
有
名
な
論
文
で
使
用
し
、
そ
の
後
頻
繁
に
引

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
実
証
主
）
21
（

義
」
の
語
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
リ
ン
ク
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決

を
素
材
と
す
る
実
証
主
義
に
陥
り
、
も
は
や
そ
の
呪
縛
の
中
で
身
動
き
が
で
き
な
く
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
を
嘆
い
て
、
憲
法
学
か
ら

学
と
し
て
の
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
た
し
か
に
、
か
よ
う
な
現
象
を
指
摘
し
た
の
は
彼
が
最
初
で
は
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
憲
法
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一

九
六
二
年
に
ス
メ
ン
ト
が
、「
基
本
法
は
い
ま
や
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
解
釈
す
る
よ
う
に
妥
当
し
、
学
説
は

0

0

0

、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
解

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
意
味
に
お
い
て
そ
れ
を
注
釈
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
）
22
（
る
。
な
る
ほ
ど
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
創
立
（
一
九

五
一
年
）
の
時
点
で
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
実
証
主
義
」
の
土
壌
は
整
え
ら
れ
て
お
り
、
ス
メ
ン
ト
の
指
摘
は
当
時
の
憲
法
学
の
特
定
の
側

面
を
的
確
に
捉
え
た
も
の
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
一
九
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
で
は
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
の
判
例
を
中
心
と
し
た
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
な
か
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

）
23
（。

そ
の
後
、
七
〇
年
代
以
降
に
な
っ
て

よ
う
や
く
、
と
り
わ
け
基
本
権
の
領
域
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
が
蓄
積
し
た
こ
と
で
、
憲
法
学
に
お
い
て
も
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
中

心
的
な
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
）
24
（

る
。
こ
の
点
、
一
九
七
四
年
に
基
本
権
理
論

0

0

に
つ
い
て
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
論

文
を
発
表
し
た
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
が
、
同
様
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
一
九
九
〇
年
に
は
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

0

0

0

0

0

0

0

の
現
況
と
題
し
て
論
じ

て
い
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
）
25
（
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
お
け
る
基
本
権
研
究
が
、
こ
の
十
数
年
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
べ
き

0

0

0

0

（
メ
タ
）
理
論

0

0

の
探
求
か
ら
、
判
例
を
踏
ま
え
た

0

0

0

0

0

0

0

ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
示
唆
す
）
26
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
憲
法
学
の
学
と
し
て
の
意
義
が
失
わ
れ
る
と
い
う
シ
ュ
リ
ン
ク
の
指
摘
は
誠
に
的
を
射
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
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れ
る
。
し
か
し
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
見
方
に
よ
っ
て
そ
の
診
断
は
逆
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
が
活
動
を
始
め
て
以
降
、
憲
法
学
は
学
と
し
て
の
レ
レ
バ
ン
ス
を
失
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
レ
レ
バ
ン
ス
を
獲
得
し
す
ぎ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

の
で
は
な
い
）
27
（
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
憲
法
学
が
過
度
に
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
実
務
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ

た
結
果
が
、
現
在
の
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
レ
ル
ヒ
ェ
は
、
憲
法
学
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
一
緒
に
仲
良

く
リ
フ
ト
に
乗
っ
て
昇
っ
て
い
る
」
と
表
現
す
）
28
（

る
。
つ
ま
り
、
憲
法
学
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
の
後
追
い
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
ド

グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
作
業
を
通
じ
て
裁
判
所
に
道
具
を
常
に
提
供
し
続
け
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に

―
裁
判
所
の
権
威
と
結
び
つ
い

て

―
「
法
学
の
王
た
る
学
科
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
」
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
）
29
（

る
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
憲
法
学
が
「
固
有
の
問
題
設
定
を
犠
牲
に
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
視
角
か
ら
物
を
考
え
よ
う
と
す
る
」（
メ

ラ
ー
）
30
（

ス
）
の
に
は
、
実
際
の
と
こ
ろ

―
少
な
く
と
も
制
度
上
は

―
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
。
判
決
実
務
と
の
密
接
な
繫
が
り

ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
基
づ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基
本
法
を
解
釈
し
、
体
系
化
し
、
整
序
す
る
こ
と
を
任
務
と
し

て
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
31
（

る
。
判
例
評
釈
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
、
個
々
の
判
決
の
論
理
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
こ
れ

ま
で
の
判
例
と
は
根
本
的
に
異
な
る
前
提
に
基
づ
く
議
論
を
進
め
る
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
）
32
（
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
連
邦
憲
法
裁
判
所
実
証
主
義
を
推
し
進
め
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
が
戦
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

を
最
上
位
と
す
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
型
」
の
憲
法
シ
ス
テ
ム
を
採
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
）
33
（
う
（
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
の
解
釈
権
限
が
一
定
程
度
で

分
立
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
た
場
合
に
顕
著
な
特
徴
と
い
え
る
（
後
述
三
㈢
１
も
参
照
））。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
少
な
く
と
も
基
本
法
が

関
わ
る
限
り
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
機
関
・
裁
判
所
の
上
位
に
位
置
す
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
用
い
る
有
名
な
格
言
に
な
ぞ
ら
え

て
、
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
「
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
が
話
し
た
、
一
件
落
着
だ
（Karlsruhe locuta, causa finita

）」
と
表
現
す
）
34
（
る
。
つ
ま
り
、

こ
ん
に
ち
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
の
裁
判
官
は
、
ド
イ
ツ
の
あ
ら
ゆ
る
国
家
機
関
、
ひ
い
て
は
市
民
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
ロ
ー
マ
教
皇
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
喩
え
に
依
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
そ
れ
を
補
佐
す
る
「
枢
機
卿
団
」
を
構
成
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し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
）
35
（
う
。

㈡
　
憲
法
学
に
お
け
る
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
理
論

　
こ
こ
ま
で
、
こ
ん
に
ち
の
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
が
過
度
な
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
志
向
に
陥
っ
て
い
る
外
在
的
な
要
因
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た

が
、
次
に
、
そ
も
そ
も
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
は
何
か
、
そ
れ
は
理
論
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
た
分
析
を

試
み
た
い
。

1　

法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
は
何
か

　
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
ド
イ
ツ
の
法
律
家
が
無
意
識
的
に
行
っ
て
い
る
法
実
践
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
日
本
で
い
う
「
法
的
思
考
」、

「
リ
ー
ガ
ル
・
マ
イ
ン
ド
」
と
似
て
、
こ
れ
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
）
36
（
が
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
特
徴
を
可

能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
）
37
（

る
。

　
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
は
、
実
定
法
の
諸
規
範
を
、
合
理
的
か
つ
体
系
的
に
整
序
し
関
連
づ
け
る
試
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、

無
矛
盾
で
完
全
な
概
念
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
別
事
案
の
法
解
釈

0

0

0

0

0

0

0

0

・
適
用
と
の
結

0

0

0

0

0

び
つ
き

0

0

0

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
法
概
念
や
原
理
、
準
則
等
を
定
義
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
事
案
に
お
け
る
法
解
釈
・
法
適
用
の
問
題
を
解
決
す
る
手
掛
か
り
を
与
え
、
そ
れ
を
先
導
す
る
役
割
を
果
た
す
。
ま
さ
に
こ
の
点
に

こ
そ
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

　
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
日
本
語
で
い
う
「
法
解
釈
学
」
と
類
似
す
る
が
、
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

は
実
定
法
規
範
の
解
釈
を
中
心
的
作
業
と
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
第
一
に
、
解
釈
対
象
と
し
て
の
実
定
法
規
範
が
教
義
（
ド
グ
マ
）

と
し
て
扱
わ
れ
、
原
則
と
し
て
疑
問
・
批
判
の
対
象
と
さ
れ
な
い
点
に
特
徴
が
あ
り
、
第
二
に
、
解
釈
者
が
定
義
さ
れ
た
概
念
や
原
理
等
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を
用
い
て
規
範
相
互
を
可
能
な
限
り
合
理
的
に
関
連
づ
け
て
体
系
を
構
築

0

0

0

0

0

す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
法
解

釈
学
の
な
か
で
も
特
殊
な
一
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
）。
な
お
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
ド
イ
ツ
に
固
有
の
営
為
で
あ
る
か

は
争
い
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
同
様
の
緻
密
さ
や
一
貫
性
を
も
っ
て
法
解
釈
体
系
を
築
き
上
げ
て
き
た
国
は
他
に
な
い
と
い
え
よ
）
38
（
う
。

　
個
々
の
法
規
範
や
裁
判
例
は
、
単
に
集
め
ら
れ
羅
列
さ
れ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
法
を
実
践
す
る
た
め
に
は
規
範
テ
ク
ス
ト
の

意
味
お
よ
び
相
互
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
と
こ
ろ
、
そ
の
役
割
を
担
う
の
が
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
法
解
釈
・
法
適
用
の
一
貫
性
、
予
見
性
が
保
た
れ
、
規
範
の
体
系
的
な
理
解
が
可
能
に
な
る
。
も
し
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
な
け

れ
ば
、
個
別
の
法
解
釈
・
法
適
用
に
つ
い
て
批
判
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
治
国
家
原
理
を
重
視
す
る
ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
と
り
わ
け
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
重
要
な
役
割
を
果
た
）
39
（
す
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
さ
れ
た
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は

―
裁
判
官
、
弁
護
士
、
行
政
官
、
さ
ら
に
は
立
法
者
に
至
る
ま
で

―
法
に

携
わ
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
必
要
と
す
る
作
業
で
あ
り
、
法
学
者
の
極
め
て
重
要
な
作
業
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
し
か
し
、
法
学
者
は

日
々
、
実
定
法
の
解
釈
と
体
系
化
の
み
に
従
事
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
次
に
問
わ
れ
る
の
は
、
法
に
関
す
る
「
理
論
」（
と

一
般
に
呼
ば
れ
る
も
の
）
が
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

2　

法
理
論
の
領
分

―
憲
法
理
論
と
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

　
実
定
法
の
解
釈
か
ら
距
離
を
と
り
、
抽
象
的
か
つ
普
遍
化
可
能
な
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
法
の
議
論
は
、
一
般
に
「
法
理
論

（Rechtstheorie

）」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
（
あ
る
い
は
区
別
さ
れ
得
な
い

の
か
）、
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
、
そ
も
そ
も
多
く
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
こ
だ
わ
る
意
義
も
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
対
す
る
批
判
が
近
時
の
憲
法
学
の
潮
流
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
区
別
を
考
え
る
こ
と
は
極
め
て
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重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
本
稿
は
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
近
時
の
所
説
に
注
目
し
た
）
40
（
い
。
彼
の
説
明
に
よ
れ
ば
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、

現
に
妥
当
す
る
法
に
関
す
る
実
用
の
学
で
あ
り
、《
参
加
者
》
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
法
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

法
理
論
は
《
観
察
者
》
の
視
点
か
ら
、
批
判
的
・
反
省
的
に
法
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
と
後
者
は
区
別
さ
れ
る
も
の
の
、
両
者

は
抽
象
化
の
度
合
い
に
よ
っ
て
異
な
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
考
察
対
象
と
す
る
概
念
が
異
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
の
整
理
に
よ
れ
ば
、

法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
法
理
論
と
異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
、
現
に
妥
当
す
る
法
に
つ
い
て
内
容
を
改
変
せ
ず
に
描
写

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
（darstellen

）

作
業
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
法
概
念
の
説
明
（
例
え
ば
「
国
民
（Volk

）」
と
は
何
か
）
に
つ
い
て
、
法
ド
グ
マ
ー

テ
ィ
ク
と
し
て
の
意
義
を
認
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
特
定
の
妥
当
性
を
有
す
る
法
規
範
（
例
え
ば
基
本
法
二
〇
条
二
項
一
文
：「
す
べ
て
の

国
家
権
力
は
国
民
に
由
来
す
る
」）
の
解
釈
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
証
明

（「
実
証
性
の
証
明
（Positivierungs-nachw

eis

）」）
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
法
理
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る

も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
属
さ
な
い
も
の
は
、
み
な
法
理
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。

　
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
理
解
に
お
い
て
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
役
割
は
、
現
に
妥
当
す
る
法
の
解
釈
・
体
系
化
に
厳
格
に
限
定
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
現
実
の
法
適
用
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
抑
制
的
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
律
学
と
法
実
務
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
機
能
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
現
に
妥
当
す
る
法
の
描
写
と
い
う
点
で
抑
制
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
裁
判
官
や
行
政
官
な
ど

の
法
適
用
者
に
対
し
、
解
釈
の
補
助
を
提
供
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
法
理
論
は
、
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
。
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
は
と
り

わ
け
、
憲
法
理
論
と
憲
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
関
係
性
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
、
憲
法
理
論
は
ド
グ
マ
ー
テ
ィ

ク
に
対
し
て
補
完
的
役
割
を
果
た
す
、
あ
る
い
は
、
憲
法
理
論
は
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
背
景
に
存
在
し
、
参
照
さ
れ
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と

し
て
役
立
つ
、
と
述
べ
る
。
彼
の
説
明
で
は
、
も
と
も
と
憲
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
そ
の
性
質
ゆ
え
に
、《
な
ぜ
》・《
何
の
た
め
》
憲
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法
（
な
い
し
、
そ
の
個
々
の
規
範
）
が
存
在
す
る
か
と
い
う
、
憲
法
の
機
能
や
意
義
、
目
的
に
つ
い
て
問
い
直
す
契
機
を
有
さ
な
い
（「
理
論

の
欠
如
（Theoriedefizit

）」）。
そ
こ
で
、
反
省
・
批
判
の
学
と
し
て
の
憲
法
理
論
を
参
照
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
憲
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
あ
く
ま
で
現
に
妥
当
す
る

0

0

0

0

0

0

憲
法
を
描
写
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
他
方
、
憲
法
理
論
は

―
例
え
ば
外
国
の
憲

法
や
憲
法
史
の
知
見
を
手
掛
か
り
に
し
て

―
理
想
の

0

0

0

（
あ
る
べ
き

0

0

0

0

）
憲
法
を
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
憲
法
理
論
は
、
実
定

憲
法
（
典
）
や
判
例
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
り
う
る
。
こ
の
点
で
憲
法
理
論
は
、
個
々
の
規
範
や
命
題
に
過
度
に
固
執
す
る
こ
と
で
視
野

が
狭
く
な
り
が
ち
な
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
イ
ン
プ
ッ
ト
を
与
え
る
が
、
他
方
で
憲
法
理
論
も
ま
た
、
憲
法
の
実
践
と
密
接
に
結
び
つ
い
た

ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
理
論
体
系
の
問
題
点
を
見
つ
け
、
改
善
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

と
憲
法
理
論
は
互
い
に
参
照
し
あ
う
関
係
に
あ
る
。

3　

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
の
憲
法
理
論
の
意
義

　
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
、
憲
法
理
論
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
中
心
主
義
か
ら
脱
却
す
る
こ

と
を
試
み
る
。
憲
法
理
論
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
は
実
定
憲
法
典
な
い
し
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
か
ら
一
定
の
距

離
を
と
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
国
際
的
に
受
容
可
能
か
つ
学
問
と
し
て
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
区
分
論
の
長
所
は
何
よ
り
も
、
憲
法
に
お
け
る
《
理
想
》
と
《
現
実
》
の
混
交
が
回
避
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
区
分
論
を

採
ら
な
い
論
者
に
お
い
て
は
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
広
く
理
解
さ
れ
る
結
果
、（「
憲
法
の
諸
原
則
」
な
ど
の
あ
い
ま
い
な
概
念
に
よ
っ
て
）
現
に

妥
当
す
る
憲
法
の
解
釈

0

0

と
、
憲
法
や
国
家
、
規
範
に
つ
い
て
の
一
定
の
前
理
解
に
基
づ
い
た
批
判

0

0

な
い
し
政
策
的
提
言

0

0

0

0

0

が
同
時
に
行
わ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
方
法
論
的
に
望
ま
し
く
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ま
さ
に
そ
れ
が
理
由
で
、
あ
ら
ゆ
る
議
論
を
憲
法
解
釈
に
統
合
し
よ

う
と
す
る
《
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
中
心
主
義
》
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
）
41
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
か
ら
憲
法
学
を
解
き
放
つ
た
め

に
は
、
独
立
し
た
憲
法
理
論
の
領
域
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
両
者
の
区
別
を
ど
こ
ま
で
貫
徹
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
も
残
る
。
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
こ
の
点
、
解
釈
に
お
け
る
立

法
者
意
思
説
を
採
る
こ
と
で
、「
実
証
性
の
証
明
」（
前
述
２
）
を
意
義
あ
る
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
。
た
し
か
に
、
立
法
者
意
思
の
確
定

が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
の
み
に
従
っ
て
法
解
釈
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、「
あ
る
言
明
が
現
に
妥
当
す
る
法
の
描
写
で
あ
る
か
否

か
」
は
比
較
的
容
易
に
判
断
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
に
は
、
体
系
的
解
釈
や
目
的
的
解
釈
と
い
っ
た
名
の
も
と
で
、
法
規
範
の

解
釈
に
際
し
て
解
釈
者
の
主
観
が
容
易
に
混
じ
り
こ
む
た
め
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
理
論
の
境
界
は
不
明
瞭
と
な
る
。
加
え
て
、
人
間
の

尊
厳
や
平
等
、
民
主
制
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概
念
を
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
憲
法
学
で
は
、
憲
法
テ
ク
ス
ト
自
体
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

含
ま
れ
た
《
開
か
れ

た
》
概
念
を
通
じ
て
、
理
論
が
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
へ
と
入
り
込
む
危
険
性
が
常
に
存
在
す
）
42
（

る
。

　
こ
の
よ
う
な
難
点
が
指
摘
し
う
る
に
せ
）
43
（
よ
、
こ
ん
に
ち
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
置
か
れ
た
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
は
別

に
、
憲
法
理
論
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
十
分
に
首
肯
し
う
る
。
前
述
の
通
り
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
は
実
務
と
強
固

な
結
び
つ
き
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
一
般
論
と
し
て
は
、
学
者
が
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
放
棄
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

裁
判
所
に
よ
る
解
釈
・
適
用
の
一
貫
性
、
予
見
性
、
批
判
可
能
性
の
観
点
か
ら
望
ま
し
く
も
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
実
践
の
学
と
し
て

の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
理
論
構
築
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
実
定
法
な
い
し
実

務
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
性
質
ゆ
え
に
、
学
と
し
て
決
し
て
万
能
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
た
め
一
方
で
は
、
外
部
か
ら
完

全
に
閉
じ
ら
れ
た
概
念
世
界
に
な
ら
な
い
よ
う
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
絶
え
ざ
る
見
直
し
を
行
う
と
と
も
）
44
（
に
、
他
方
で
、
憲
法
学
に
お
け
る

理
論
的
な
基
礎
研
究
の
領
域
を
適
切
に
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
）
45
（

う
（
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
基
礎
研
究

―
比
較
憲

法
や
憲
法
史
、
さ
ら
に
は
憲
法
政
策
論
も
含
ま
れ
る

―
を
「
憲
法
理
論
」
と
い
う
一
つ
の

0

0

0

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
纏
め
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

争
い
が
あ
り
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
後
述
四
も
参
照
）。
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三
　
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
お
け
る
変
動
の
背
景

　
な
ぜ
い
ま
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
お
い
て
変
動
が
生
じ
て
い
る
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
本
章
で
は
、
新
た
な
潮
流
の
背

景
に
あ
る
事
情
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
こ
ん
に
ち
の
課
題
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

㈠
　
基
本
法
の
定
着
と
判
例
・
文
献
の
蓄
積

　
基
本
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
七
〇
年
近
く
経
っ
た
い
ま
、
そ
の
内
容
は
広
く
定
着
し
て
き
て
お
り
、
個
別
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
判
例

や
学
術
文
献
は
、
い
ま
や
膨
大
な
量
に
の
ぼ
る
。
こ
の
《
定
着
》
と
《
蓄
積
》
こ
そ
が
、
こ
ん
に
ち
の
憲
法
学
に
反
省
を
促
し
て
い
る
第

一
の
要
因
と
い
え
る
。

1　

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
蓄
積

―
《
学
説
法
》
の
伝
統
の
終
焉

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
積
み
上
げ
て
き
た
判
例
が
、（
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
以
降
）
憲
法
学
か
ら
学
と
し
て
の
創
造
性
を
ま
す
ま
す

奪
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
（
前
述
二
㈠
）。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
が
、

個
別
の
事
案
解
決
を
超
え
て
一
般
的
・
抽
象
的
な
基
準
を
定
立
し
て
い
る
こ
と
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
（
四
㈠
）。
こ
こ
で
は
、

こ
ん
に
ち
の
憲
法
学
の
意
義
に
つ
い
て
歴
史
的
観
点
か
ら
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

　
元
来
、
国
民
国
家
の
成
立
が
遅
か
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
大
学
で
営
ま
れ
る
法
律
学
の
創
造
性
が
他
国
よ
り
も
大
き
か
っ
）
46
（

た
。
一
九
世
紀

ド
イ
ツ
で
は
様
々
な
地
域
慣
習
法
が
混
在
し
、
統
一
的
な
裁
判
例
も
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
大
学
で
営
ま
れ
る
法
律
学
か
ら
い
わ
ゆ
る

「
普
通
法
（G

em
eines Recht

）」
が
発
展
し
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
全
土
で
法
源
と
し
て
機
能
し
て
統
一
の
土
台
を
作
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、

中
央
集
権
の
不
在
、
法
の
分
裂
状
態
こ
そ
が
、
ド
イ
ツ
の
学
説
法
（w

issenschaftliches Recht

）
の
伝
統
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
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と
憲
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
私
法
や
刑
事
法
の
分
野
と
は
異
な
り
、
一
九
世
紀
が
終
わ
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
入
っ
て
も
な
お
（
権
限
が

非
常
に
限
定
さ
れ
た
国
事
裁
判
所
を
除
い
て
）
帝
国
レ
ベ
ル
の
最
高
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
、
判
例
を
研
究
対
象
と
す
る
必
要
が

な
く
、
比
較
法
を
含
め
た
自
由
か
つ
創
造
的
な
理
論
が
展
開
さ
れ
）
47
（
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
判
例
を
中
心
的
な
研
究
素
材
と
し
て
扱
う
現
在
の
憲
法
学
の
あ
り
方
は
戦
後
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
に

見
て
例
外
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
さ
ら
に
外
国
と
の
比
較
で
参
照
、
後
述
㈢
２
）。
前
述
の
通
り
、
戦
後
も
初
期
の
頃
は
、
学
者
が
打
ち

立
て
る
理
論
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
受
け
入
れ
る
土
壌
が
十
分
に
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
学
説
法
の
伝
統
が
生
き
て
い
た
証
と
も

言
え
る
。
し
か
し
こ
ん
に
ち
、
判
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て
憲
法
学
の
創
造
性
が
失
わ
れ
る
な
か
で
、
か
つ
て
キ
ル
ヒ
マ
ン
や
イ
ェ
ー
リ
ン
グ

が
行
っ
た
よ
う
に
「
こ
れ
が
学
問
の
名
に
値
す
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
自
然
だ
と
い
え
）
48
（
る
。
判
例
が
増
加
す
る

に
つ
れ
て
、
一
貫
し
た
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
憲
法
学
説
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
体
系
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
困
難

に
な
る
。
こ
れ
は
学
者
が
理
論
体
系
を
展
開
す
る
こ
と
で
実
務
に
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、
す
な
わ
ち
学
説
法
の
伝
統
が

憲
法
学
の
分
野
で
終
わ
り
を
迎
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

2　

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
ハ
ン
ト
ブ
ー
フ
・
教
科
書
の
過
剰

　
こ
ん
に
ち
の
憲
法
学
の
反
省
の
要
因
と
し
て
さ
ら
に
、
憲
法
に
関
す
る
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
、
ハ
ン
ト
ブ
ー
フ
、
教
科
書
の
出
版
が
過
剰

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
大
学
法
学
部
の
新
設
に
よ
る
憲
法
学
者
の
増
）
49
（

加
、
さ
ら
に
出
版

側
の
事
情
に
よ
っ
て
、
そ
の
傾
向
は
強
ま
っ
て
い
る
。

　
基
本
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
五
〇
年
代
に
す
で
に
ボ
ナ
ー
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
や
、
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ゴ
ル
ト
、

マ
ウ
ン
ツ
＝
デ
ュ
ー
リ
ヒ
編
に
よ
る
重
要
な
作
品
が
刊
行
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
改
訂
さ
れ
続
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
一
九

七
〇
年
代
以
降
、
新
し
い
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
が
続
々
と
刊
行
さ
れ
、
そ
の
数
は
い
ま
で
は
優
に
二
桁
を
超
え
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
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見
通
し
が
利
か
な
い
状
況
に
あ
る
。
同
様
に
ハ
ン
ト
ブ
ー
フ
も
、
一
九
八
三
年
の
ベ
ン
ダ
ほ
か
編
『
憲
法
ハ
ン
ト
ブ
ー
フ
』
に
続
い
て
、

一
九
八
七
年
よ
り
イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
＝
キ
ル
ヒ
ホ
ー
フ
編
『
国
法
学
ハ
ン
ト
ブ
ー
フ
』、
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
か
ら
は
メ
ル
テ
ン
＝
パ
ー
ピ

ア
編
『
基
本
権
ハ
ン
ト
ブ
ー
フ
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
厳
密
に
は
ハ
ン
ト
ブ
ー
フ
で
は
な
い
が
、
シ
ュ
テ
ル
ン
『
ド
イ
ツ
国
法
学
』
も
こ
こ
に
加

え
る
こ
と
が
で
き
よ
）
50
（
う
）。
ま
た
、
学
生
向
け
の
教
科
書
も
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
そ
の
種
類
は
加
速
度
的
に
増
加
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
ま
す
ま
す
分
厚
く
な
る
傾
向
に
あ
る
博
士
論
文
と
教
授
資
格
請
求
論
文
、
さ
ら
に
、
研
究
会
報
告
の
成
果
と
し
て

刊
行
さ
れ
る
出
版
物
や
祝
賀
記
念
論
文
集
も
併
せ
る
な
ら
ば
、
こ
ん
に
ち
ま
で
に
基
本
法
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
献
は
凄
ま
じ
い
量
に
な

る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
学
の
発
展
の
証
で
あ
り
、
研
究
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
表
す
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
ん

に
ち
、
膨
大
な
判
決
群
に
加
え
て
こ
れ
ら
の
著
作
物
を
網
羅
的
に
参
照
し
つ
つ
文
献
の
《
再
生
産
》
を
繰
り
返
す
作
業
に
、
憲
法
学
者
の

貴
重
な
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
、（
主
に
実
務
家
の
使
用
が
想
定
さ
れ
る
）
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
や
ハ
ン
ト
ブ
ー
フ
に
お
い
て
、
執
筆
者
は
、
独
自
の
見
解
を
主
張
す
る
こ
と
が
通
常
望
ま
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
ド
グ
マ
ー
テ
ィ

カ
ー
と
し
て
条
文
と
実
務
、
学
説
状
況
を
正
確
に
説
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
）
51
（

る
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
は
真
に
イ
ノ
ヴ
ェ
ー

テ
ィ
ヴ
な
著
作
を
生
み
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
）
52
（
る
。

㈡
　
法
秩
序
お
よ
び
法
律
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化

　
さ
ら
に
、
こ
ん
に
ち
の
憲
法
学
に
お
け
る
変
動
の
大
き
な
要
因
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の
進
展
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　
ま
ず
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
各
国
の
国
内
法
の
み
に
よ
る
問
題
解
決
が
困
難
な
領
域
が
ま
す
ま
す
増
大
し
、
金
融
・
経
済
の

ほ
か
、
公
的
安
全
、
環
境
保
護
、
健
康
保
護
な
ど
様
々
な
領
域
で
、
国
際
レ
ベ
ル
で
の
規
律
を
受
け
入
れ
、
自
国
の
そ
れ
と
調
和
さ
せ
る

必
要
性
が
増
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
と
そ
の
主
権
を
議
論
の
前
提
と
し
て
き
た
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
に
、
新
た
な
挑
戦
を
課
し
て



法学政治学論究　第117号（2018.6）

48

い
）
53
（
る
。

　
さ
ら
に
、
憲
法
学
に
よ
り
広
範
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
現
象
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
は
一
般
に
、

欧
州
域
内
に
お
け
る
国
境
を
越
え
た
結
び
つ
き
の
強
化
を
意
味
す
る
が
、
と
り
わ
け
法
秩
序
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
と
は
、
国
内
法
秩
序
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
思
考
お
よ
び
法
行
為
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
、
覆
い
か
ぶ
せ
ら
れ
、
変
形
さ
せ
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
指
）
54
（
す
。
と
く
に
、

国
内
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
、
そ
し
て
国
内
裁
判
所
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
事
実
上
の
優
位
は
、
最
上
級
の
法
規
範
と
し
て

の
基
本
法
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
地
位
に
関
す
る
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
従
来
の
理
解
を
根
本
か
ら
揺
る
が
す
。
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
は
こ
ん
に
ち
、
基
本
権
審
査
に
あ
た
っ
て
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
例
も
ま
た
適
切
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
55
（

い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ

ベ
ル
で
の
新
た
な
形
態
の
規
律
や
判
決
、
法
思
考
・
法
観
念
の
登
場
に
よ
っ
て
、
憲
法
学
を
含
め
た
ド
イ
ツ
の
法
学
全
般
が
自
己
変
革
を

求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
）
56
（

回
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
）
57
（

い
。

　
こ
ん
に
ち
、
ま
す
ま
す
活
発
化
し
て
い
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
お
よ
び
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
例
を
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
て
き
た
国
内
の

緻
密
な
解
釈
体
系
と
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
、
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
が
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
に
と
っ
て
の
最
大
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
決
し
て
容
易
な
作
業
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
条
文
の
解
釈
、
個
別
事
案
の
取
扱
い
、
判
決
の
ス
タ
イ

ル
、
専
門
用
語
の
用
法
、
先
例
の
引
用
方
法
な
ど
様
々
な
面
で
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
実
務
も
学
説
も
、
従
来
の

特
殊
ド
イ
ツ
的
な
法
律
学
の
手
法
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
つ
い
て
い

え
ば
、
裁
判
官
の
審
理
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
使
用
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
国
々
に
馴
染
み
の
あ
る
概
念
や

思
考
様
式
が
優
勢
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
）
58
（

る
。
ド
イ
ツ
人
か
ら
見
る
と
簡
潔
で
個
別
事
案
に
特
化
し
て
お
り
、
体
系
性
に
欠
け
て
み
え

る
理
由
づ
け
の
ス
タ
イ
ル
や
、
ア
ヴ
ォ
カ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
意
見
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
も
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
文
化
・
法
実
践
を
反
映

し
た
も
の
で
あ
）
59
（

る
。

　
つ
ま
り
、
国
ご
と
に
法
の
営
み
方
が
多
様
で
あ
る
な
か
で
、
こ
ん
に
ち
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
は
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
加
盟
国
各
国
の
法
文
化
を
理
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解
し
、
そ
れ
ら
と
の
対
話
の
中
で
、
必
要
に
応
じ
て
自
ら
の
手
法
を
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈢
　
外
国
法
研
究
・
比
較
憲
法
の
活
性
化

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
憲
法
学
に
お
い
て
外
国
法
研
究
・
比
較
法
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と

と
い
え
）
60
（
る
。
ド
イ
ツ
で
は
伝
統
的
に
私
法
の
分
野
で
比
較
法
が
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
て
お
り
、
と
り
わ
け
戦
後
、
憲
法
学
に
お
い
て

外
国
法
研
究
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
が
、
近
時
、
そ
の
流
れ
が
変
わ
り
つ
つ
あ
）
61
（

り
、
他
国
の
憲
法
研
究
が
進
む
こ
と
よ
っ
て
自
身
の
あ
り
方

が
相
対
化
さ
れ
、
自
己
省
察
が
促
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
）
62
（
る
。

　
以
下
で
は
、
こ
ん
に
ち
頻
繁
に
比
較
の
対
象
と
さ
れ
、
本
稿
が
扱
う
憲
法
学
の
新
潮
流
に
と
り
わ
け
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
の
状
況
と
、
そ
こ
か
ら
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
得
ら
れ
る
示
唆
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

1　

ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
で

　
こ
ん
に
ち
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
界
で
は
、
若
い
世
代
を
中
心
に
、
ア
メ
リ
カ
留
学
な
い
し
在
外
研
究
の
経
験
を
持
つ
学
者
が
非
常
に
多
く

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ッ
プ
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
Ｌ
Ｌ
．
Ｍ
．
タ
イ
ト
ル
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
自
身
の
著
作
を
世
界
に
発
信
す
る
た
め
に
、
法
律
英
語
を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
も
起

因
す
る
。

　
そ
の
よ
う
な
な
か
、
レ
プ
ジ
ウ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
の
あ
り
方
を
肯
定
的
に
紹
介
す
る
学
者
が
増
え
て
き
て
い
る
。

こ
ん
に
ち
の
比
較
憲
法
の
隆
盛
に
伴
っ
て
、
も
っ
と
も
影
響
力
を
増
し
て
い
る
の
が
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
疑
い
得
な

い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
研
究
は
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
具
体
的
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
、
こ
ん
に
ち
頻
繁
に
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
て
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
自
ら
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
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を
他
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
か
ら
独
立
さ
せ
、
閉
鎖
的
に
営
ん
で
き
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
型
立
憲
主
義
の
「
特
殊
性
」

を
テ
ー
マ
と
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
執
筆
し
た
Ｍ
・
ハ
イ
ル
ブ
ロ
ナ
ー
は
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
ド
イ
ツ
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
判
決
が
、
現
実
政
治
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
や
実
際
の
影
響
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
てlegal

な
も
の
と
し
て
、
政

治
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
）
63
（
る
。
す
な
わ
ち
彼
女
は
、
そ
の
形
式
的
か
つ
官
僚
的

な
レ
ト
リ
ッ
ク
の
な
か
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
判
決
の
政
治
性
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
隠
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
統
性
を
担
保

し
て
い
る
と
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
ド
イ
ツ
憲
法
を
巡
る
議
論
が
、
過
度
に
専
門
化
さ
れ
た
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
ゆ
え
に

（W
e the people

で
は
な
く
）W

e the law
yers

、
つ
ま
り
専
門
化
集
団
に
独
占
さ
れ
て
い
る
と
議
論
を
展
開
す
）
64
（

る
。

　
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
法
学
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム

―
執
筆
者
（ich

）
が
現
れ
ず
、
受
動
態
が
多
く
用
い
ら
れ

る

―
や
《
法
／
政
治
》
の
峻
別
思
考
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
で
以
前
か
ら
主
題
化
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
ハ
ル
タ
ー
ン
は
、
米
独
の

憲
法
裁
判
比
較
を
行
っ
た
博
士
論
文
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
批
判
法
学
や
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
ド

イ
ツ
法
学
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
を
単
な
る
形
式
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
法
と
政
治
の
分
離
に
関
わ
る
問
題
だ
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、

フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
背
景
に
は
、《
法
》
の
世
界
が
理
性
的
か
つ
学
術
的
で
汚
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、《
政
治
》
の
世
界
が
非
理
性
的
か

つ
非
学
問
的
で
汚
れ
た
も
の
だ
と
す
る
想
定
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
法
と
政
治
の
明
確
な
分
離
と
い
う
前
提
に
対
応
し
た
も
の
だ
と
彼
は
論

じ
る
の
で
あ
）
65
（

る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
《
法
政
策
（Rechtspolitik

）》
と
対
置
さ
れ
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら

れ
て
い
る
こ
）
66
（

と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
作
業
こ
そ
が
法
律
学
の
核
心
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
点
、
法
学
が
自
律
し
た
学
問
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
存
在
せ
ず
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
作
業
よ

り
も
、
法
の
経
済
学
的
な
分
析
や
ポ
リ
シ
ー
・
ア
ナ
リ
シ
ス
が
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
ア
メ
リ
カ
と
は
対
極
的
で
あ
）
67
（

り
、
ア
メ
リ
カ

に
お
い
て
法
と
経
済
学
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
、
法
と
文
学
な
ど
の
新
し
い
法
分
野
が
様
々
に
開
拓
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
こ
ん
に
ち
の
ド
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イ
ツ
で
注
目
を
集
め
て
い
）
68
（
る
。
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
か
ら
、
法
学
内
部
に
お
い
て
存
在
す
る
公
法
／
私
法
、
国
内
法
／
国
際
法

と
い
っ
た
硬
直
し
た
区
別
を
徐
々
に
排
し
て
い
く

―
少
な
く
と
も
、
相
互
の
対
話
の
機
会
を
増
や
し
て
い
く

―
必
要
が
あ
る
こ
と
が

主
張
さ
れ
）
69
（
る
。

　
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
法
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
対
し
て
は
批
判
的
見
解
も
存
在
す
る
。
イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
は
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
法
へ

の
関
心
が
「
世
界
の
強
国
と
し
て
の
吸
引
力
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
法
秩
序
及
び
法
学
そ
れ
自
体
の
質
の
高
さ
に
よ
る
も
の
な
の
か
）
70
（

？
」

と
い
う
正
当
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
少
な
く
と
も
、
高
い
レ
ベ
ル
で
営
ま
れ
る
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
作
業
が
ド
イ
ツ
の
憲
法
学

の
核
心
を
な
し
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
が
世
界
で
認
め
ら
れ
た
「
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
り
、
品
質
保
証
マ
ー
）
71
（

ク
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
さ

れ
て
は
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
多
く
の
国
々
に
お
い
て
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
参
照
さ
れ
て
き
た
の
）
72
（
は
、
そ
の
質
に

つ
い
て
一
定
の
理
解
が
存
在
す
る
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、「
体
系
（System

）
の
概
念
を
忌
避
す
）
73
（

る
」
ア
メ
リ
カ
法
学

を
単
純
に
輸
入
す
る
こ
と
で
、
体
系
的
か
つ
緻
密
な
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
の
実
質
が
失
わ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
）
74
（
い
。

2　

フ
ラ
ン
ス
と
の
比
較
で

　
ド
イ
ツ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
並
ん
で
、
隣
国
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
学

―
な
い
し
広
く
公
法
学

―
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
お
り
、

マ
ー
ジ
ン
グ
や
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
、
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、
近
時
、
直
接
の
学
術
交
流
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
）
75
（
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
と
の
比
較
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
積
極
的
に
学
ぶ
と
い
う
よ
り
も
、
一
つ
の
法
文

化
の
表
れ
と
し
て
、
か
の
国
に
お
け
る
憲
法
学
な
い
し
公
法
学
の
あ
り
様
を
知
る
こ
と
で
、
自
国
の
特
殊
性
、
さ
ら
に
は
あ
り
う
る
問
題

点
を
認
識
す
る
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
両
国
の
憲
法
学
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
へ
の
対
応
」

と
い
う
共
通
の
課
題
を
有
し
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
と
比
較
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
で
展
開
さ
れ
る
憲
法
学
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
二
点
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
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「
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
革
命
」（
ヴ
デ
ル
）
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
政
治
学
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ

い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
）
76
（

る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
伝
統
的
に
、
憲
法
学
の
名
の
下
で
各
国
の
政
治
制
度
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
検
討
を
中
心
に

研
究
・
講
義
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
人
権
保
障
な
ど
の
法
的
問
題
の
検
討
は
も
っ
ぱ
ら
行
政
法
学
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し

て
は
近
時
、
法
律
学
と
し
て
の
憲
法
学
の
独
立
を
推
し
進
め
る
立
場
も
あ
る
が
、
判
例
研
究
を
中
心
と
す
る
《
法
律
学
的
》
な
憲
法
学
の

ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
批
判
的
な
見
解
も
存
在
し
て
お
り
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
は
い
ま
だ
流
動
的
な
状
況
に
あ
）
77
（

る
。

　
第
二
の
特
徴
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
が
実
務
か
ら
距
離
を
と
り
、
観
察
的
・
論
評
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の
公
法
）
78
（

学
）。
ド
イ
ツ
で
見
ら
れ
る
憲
法
学
と
実
務
の
密
接
な
結
び
つ
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
。
国
会
議
員
、
高
級
官
吏
、
行
政
裁
判
官
と
い
っ
た
法
律
学
の
エ
リ
ー
ト
の
う
ち
の
多
く
が
、
大
学
の
法
学
部
で
は
な
く
Ｅ
Ｎ
Ａ
や

パ
リ
政
治
学
院
で
教
育
を
受
け
る
た
め
、
大
学
で
営
ま
れ
る
憲
法
学
は
、
彼
（
女
）
ら
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、

憲
法
院
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
五
九
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
に
構
成
員
を
務
め
た
六
〇
名
の
う
ち
、
法
学
教
授
は
一
〇
名
、
そ
の
う

ち
憲
法
の
専
門
家
は
わ
ず
か
四
名
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
で
憲
法
学
が
、
法
実
務
の
《
参
加
者
》
の
視
点
で
ド
グ
マ
ー

テ
ィ
ク
を
構
築
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
）
79
（
た
。

　
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
状
況
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
「
西
洋
の
法
発
展
」
と
し
て
自
明
視
し

て
き
た
現
象
が
、
決
し
て
自
明
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
比
較
に
お
い
て
明
確
と
な
る
の

は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
通
じ
た
法
秩
序
の
憲
法
化
、
そ
れ
に
よ
る
憲
法
の
優
位
の
確
立

―
そ
れ
は
必
然
的
に
憲
法
学0

の
優
位
も
伴
う
（
前
述
二
㈠
3
）

―
が
戦
後
ド
イ
ツ
固
有
の
も
の
で
あ
り
、「
議
会
こ
そ
が
自
由
を
保
障
し
う
る
」
と
い
う
司
法
に
敵
対

的
な
思
想
こ
そ
が
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
長
く
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
）
80
（
る
。
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㈣
　
民
主
制
観
の
変
化

―
ケ
ル
ゼ
ン
・
ル
ネ
サ
ン
ス
？

　
こ
ん
に
ち
の
憲
法
学
の
変
動
の
背
景
と
し
て
さ
ら
に
、
伝
統
的
に
市
民
へ
の
不
信
を
払
拭
し
き
れ
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
者
コ

ミ
ュ
ニ
テ
）
81
（

ィ
に
お
け
る
民
主
制
観
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
表
す
の
は
、
憲
法
学
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
へ
の
関
心
の
高
ま

り
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
法
実
証
主
義
者
・
価
値
相
対
主
義
者
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
急
先
鋒
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
社
会
民

主
党
に
近
か
っ
た
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
戦
後
長
ら
く
西
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
に
お
け
る
《
タ
ブ
ー
》
で
あ
り
、
引
用
が
躊
躇
わ
ら
れ
る

存
在
で
あ
っ
）
82
（
た
。
そ
の
彼
の
著
作
が
こ
ん
に
ち
注
目
を
集
め
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
単
一
的
か
つ
静
態
的
な
民
主
政
）
83
（
論
に
代
わ
っ

て
、
複
雑
な
価
値
観
や
利
害
対
立
を
前
提
と
し
た
多
元
的
な
民
主
主
義
を
、
こ
ん
に
ち
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
表
し
て
い
る
（
も
っ
と
も
こ
の
点
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
正
当
に
も
、
海
外
で
は
戦
後
も
引
き
続
き
読
み
継
が
れ

て
き
た
重
要
な
古
典
と
し
て
の
ケ
ル
ゼ
ン
を
軽
視
（
な
い
し
蔑
視
）
し
て
き
た
戦
後
ド
イ
ツ
憲
法
学
こ
そ
が
例
外
的
だ
っ
た
と
し
、
こ
ん
に
ち
ケ
ル
ゼ
ン
が

広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
《
通
常
化
》
で
あ
る
と
述
べ
）
84
（

る
）。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
前
述
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
も
含
め
た
政
治
・
社
会
の
変
化
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
比
較
法
の
流
行
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
り
わ
け
ケ
ル
ゼ
ン
の
賛
同
者
が
、
法
を
政
治
的
な
利
害
調
整
・
妥
協
の
産
物
と
し
て
捉
え
る
点
に
は
ア
メ
リ
カ
法
の
強
い
影
響
が
み
ら

れ
）
85
（
る
。

四
　
解
決
策
を
求
め
て

　
こ
こ
ま
で
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
置
か
れ
た
現
状
、
課
題
お
よ
び
そ
の
背
景
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
こ
ん
に
ち
重
大

な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
の
論
述
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
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学
が
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
、
学
説
を
踏
ま
え
て
幾
つ
か
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

㈠
　
過
度
の
体
系
志
向
か
ら
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
へ

　
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
今
後
の
方
向
性
と
し
て
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
第
一
に
、
個
々
の
判
決
に
つ
い
て
事
案
の
特
性
を
よ
り
強
く
意
識

し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決
文
の
過
度
な
ド
グ
マ
化
、
抽
象
化
を
避
け
る
こ
と
で
あ
る
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化

（Kontextualisierung
））。
前
述
の
通
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
従
来
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
は
、
個
々
の
事
案
の
特
殊
性
や
時
代
背
景
を

捨
象
す
る
こ
と
で
、
過
去
の
判
決
か
ら
一
般
的
・
抽
象
的
な
基
準
を
導
出
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
（
脱
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
に
よ
る
ド
グ
マ
化
）。

そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
者
お
よ
び
裁
判
官
は
、
五
〇
年
前
の
判
決
で
示
さ
れ
た
命
題
で
あ
っ
て
も
、
一
年
前
の
判
決
に
お
け
る
説

示
と
同
様
に
妥
当
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
引
用
す
）
86
（

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
過
度
に
ド
グ
マ
化
さ
れ
た
命
題
群
に
よ
っ
て
、
こ
ん
に
ち
憲
法

学
の
創
造
性
が
奪
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
判
決
テ
ク
ス
ト
の
意
味
を
個
別
の
事
案
や
コ
ン
テ
ク
ス

ト
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
創
造
の
余
地
を
生
み
出
し
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
判
断
を
可
能
に
す
る
試
み
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
裁
判
所
に
よ
る
恣
意
的
な
事
案
の
差
別
化
（distinguishing

）
の
危
険
性
を
孕
ん
で
お
り
、
法
の
予
見
性
、
法

解
釈
・
法
適
用
の
一
貫
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
問
題
と
な
り
う
）
87
（

る
。
ま
た
、
リ
ュ
ー
ト
判
決
の
よ
う
な
過
去
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
が

示
し
た
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
歴
史
的
産
物
と
し
て
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
し
て
は
、
法
秩
序
の
「
経
路
依
存
性
」
を
無
視

し
た
も
の
と
し
て
批
判
が
加
え
ら
れ
）
88
（

る
。
と
は
い
え
、
法
秩
序
の
統
一
や
体
系
性
、
無
矛
盾
性
と
い
う
法
治
国
家
の
要
請
が
完
全
に
満
た

さ
れ
る
こ
と
は
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
し
、
そ
も
そ
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
般
的
・
抽
象
的
な
判
決
の
理
由
づ
け
を
通
じ
て
欠
陥
の

な
い
基
本
法
の
体
系
を
創
出
す
る
正
当
性
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
そ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
裁
判
所
を
「
基
準
定
立
権
力
」（
レ
プ
ジ

ウ
ス
）
な
ら
し
め
、
憲
法
改
正
権
を
無
力
化
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
）
89
（

る
）。
と
り
わ
け
こ
ん
に
ち
、
Ｅ
Ｕ
法
の
規
律
が
広
範
に
わ
た
り
、
Ｅ
Ｕ
司
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法
裁
判
所
の
判
例
も
増
え
て
き
た
な
か
で
、
そ
れ
ら
を
国
内
法
や
国
内
裁
判
所
の
判
決
と
整
合
的
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
難

し
く
な
っ
て
い
）
90
（

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
体
系
化
を
完
全
に
諦
め
る
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
よ
り
重
視
し
た
憲
法
学
の

あ
り
方
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
え
）
91
（
る
。

㈡
　
憲
法
学
に
お
け
る
基
礎
研
究
志
向
と
学
際
性
の
強
化

　
第
二
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
憲
法
学
が
、
基
本
法
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
解
釈
に
特
化
し
た
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
作

業
か
ら
一
定
程
度
で
手
を
引
き
、
歴
史
研
究
や
、
比
較
法
の
研
究
、
法
哲
学
・
法
社
会
学
や
政
治
学
の
知
見
を
用
い
た
学
際
的
研
究
な
ど
、

基
礎
分
野
の
研
究
に
力
を
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
方
向
で
は
す
で
に
近
時
、
若
干
の
業
績
が
見
ら
れ
る
（
比
較
法
に
つ
い
て
は
前
述
三
㈢
）。
従
来
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
政
治
的
役

割
や
歴
史
的
変
遷
、
あ
る
い
は
個
々
の
裁
判
官
の
人
物
研
究
は
（
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
な
ど
と
比
較
し
て
）
遅
れ
た
状
況
に
あ
っ
た
）
92
（
が
、

二
〇
〇
五
年
に
は
、
憲
法
学
者
と
歴
史
学
者
ら
の
共
同
で
リ
ュ
ー
ト
判
決
に
関
す
る
重
要
な
文
献
が
刊
行
さ
れ
た
ほ
）
93
（

か
、
二
〇
〇
六
年
に

は
、
政
治
学
者
と
憲
法
学
者
の
共
同
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
政
治
的
・
歴
史
的
役
割
に
関
す
る
研
究
書
が
出
版
さ
れ
て
お
）
94
（

り
、
い
ず
れ
も

注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
の
法
改
正
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
古
い
資
料
の
閲
覧
が
よ
り
広
範
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
個
々
の

裁
判
官
、
訴
訟
代
理
人
が
過
去
の
判
決
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
関
す
る
研
究
が
活
発
化
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
）
95
（

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
過

去
の
判
例
や
支
配
的
な
学
説
が
前
提
と
す
る
憲
法
理
解
や
方
法
論
を
批
判
的
に
問
い
直
す
こ
と
は
、
憲
法
学
に
お
け
る
行
き
過
ぎ
た
裁
判

所
中
心
主
義
を
是
正
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
理
論
と
し
て
の
憲
法
学
を
よ
り
豊
か
に
す
る
で
あ
ろ
）
96
（

う
。

　
ま
た
法
理
論
の
分
野
で
は
、
過
去
の
、
と
り
わ
け
ワ
イ
マ
ー
ル
期
な
い
し
戦
後
初
期
の
法
理
論
家
に
関
す
る
研
究
が
二
〇
〇
〇
年
頃
か

ら
急
速
に
活
発
化
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
ケ
ル
ゼ
ン
や
ト
ー
マ
、
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
な
ど
、
戦
後
一
度
は
忘
れ
ら
れ

た
か
に
思
わ
れ
た
理
論
家
が
、
再
び
注
目
を
集
め
て
い
）
97
（

る
。
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㈢
　
小
括
：
憲
法
学
に
お
け
る
方
法
論
の
多
元
化

　
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
は
、
他
の
法
分
野
、
と
り
わ
け
私
法
学
の
影
響
に
よ
っ
て
、
方
法
論
の
混
交
主
義
（Synkretism

us

）
な

い
し
多
元
主
義
（Pluralism

us

）
を
忌
避
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
の
憲
法
学
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
こ
れ
は
批
判
さ
れ
る
べ
き

対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
認
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
方
法
論
が
多
元
的

に
存
在
し
、
法
秩
序
な
い
し
個
々
の
法
規
範
が
互
い
に
衝
突
し
、
一
定
の
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
状
態
こ
そ
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
化
時
代
に
お
け
る
法
学
の
通
常
状
態
で
あ
る
た
め
で
あ
）
98
（
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
に
お
い
て
、
実
定
法
お
よ
び
判
例
を
基
礎
と
し
た

ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
方
法
が
唯
一
の
正
統
性
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
他
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
か
ら
独
立
し
た
体
系
と
し
て
の
憲

法
学
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
は
放
棄
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
憲
法
学
は
今
後
、
他
の
法
秩
序
、
他
分
野
と
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
で
互
い
に
影

響
を
及
ぼ
し
あ
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
の
サ
ブ
・
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
営
ま
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
、
明
確
な

概
念
と
体
系
性
に
支
え
ら
れ
た
こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
破
壊
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
地
位
の
低
下
、
実
務
に
対
す
る
学
問
の
影
響

力
の
低
下
、
と
い
う
重
大
な
副
作
用
を
伴
う
と
し
て
も

―
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
理
想
と
し
て
き
た
《
法
治
国
家
》
に

対
す
る
挑
戦
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

―
、
本
稿
で
こ
こ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
背
景
の
も
と
で
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
や
は
り
必
然
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
）
99
（
る
。

五
　
ま
と
め
に
か
え
て

　
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
本
稿
は
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
に
お
け
る
新
た
な
潮
流
を
我
が
国
へ
の
模
範
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か

の
国
で
見
ら
れ
る
課
題
の
多
く
は
日
本
に
は
見
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
我
が
国
の
憲
法
学
が
直
接
的
に
学
べ
る
こ
と
は
少
な
い
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だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
我
が
国
の
憲
法
学
で
は
、
厳
格
な
概
念
性
・
体
系
性
よ
り
も
実
質
的
な
考
慮
を
柔
軟
に
認
め
る
学
風
が
有

力
で
あ
っ
て
、
主
に
比
較
法
に
根
差
し
た
「
あ
る
べ
き
法
」
の
提
言
と
、
実
定
憲
法
・（
裁
）
判
例
を
基
礎
と
し
た
「
あ
る
法
」
の
描
写

の
区
別
が
極
め
て
困
難
な
ま
ま
営
ま
れ
て
き
た
と
い
え
）
100
（
る
。
ま
た
、
実
務
と
学
問
の
あ
い
だ
に
強
い
結
び
つ
き
が
あ
る
と
は
決
し
て
い
え

な
い
状
況
で
、「
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
よ
り
理
論
を
！
」
と
叫
ぶ
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
新
潮
流
を
参
照
す
る
の
は
あ
ま
り
に
早
計
だ
と
い
う
批

判
が
考
え
ら
れ
、
む
し
ろ
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
導
入
後
の
我
が
国
の
憲
法
学
で
は
「
理
論
よ
り
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
！
」
と
い
う
声
が
ま
す

ま
す
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
）
101
（
る
。
い
ず
れ
の
選
択
に
も
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
一
度
選
択
し
た
道
を
引
き

返
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
近
時
の
動
向
か
ら
直
接
に
得
ら
れ
る
僅
か
な
知
見
で
あ
ろ
う
。
現
時
点
で

幅
広
い
選
択
の
余
地
を
有
し
て
い
る
我
が
国
の
憲
法
学
は
、
意
識
的
に
将
来
の
道
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）  

ド
イ
ツ
の
「
憲
法
学
」
を
語
る
に
は
、
一
定
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ド
イ
ツ
で
は
伝
統
的
に
、
法
学
部
設
置
の
講
座
名
と
し
て

「
憲
法
（Verfassungsrecht

）」
の
代
わ
り
に
「
国
法
（Staatsrecht

）」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
公
法
研
究
者
が
所

属
す
る
一
九
二
二
年
設
立
の
伝
統
あ
る
学
会
も
「
ド
イ
ツ
国
法
学
者

0

0

0

0

協
会
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
学
問
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
呼
称
（
あ
る

い
は
そ
こ
に
従
事
す
る
専
門
家
集
団
の
総
称
）
と
し
て
は
「
国
法
学
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
際
、
憲
法
に
関
す
る
領
域
だ
け

を
指
す
場
合
も
あ
れ
ば
（
狭
義
の
国
法
学
）、
広
く
公
法
学
を
指
す
場
合
も
あ
る
（
広
義
の
国
法
学
）。
な
お
こ
の
曖
昧
さ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究

者
が
憲
法
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
行
政
法
学
者
で
も
あ
る
と
い
う
事
情
に
由
来
す
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
あ
え
て
ド
イ
ツ
の
「
憲
法
学
（Verfassungsrechtsw

issenschaft

）」
を
語
る
の
は
、「
国
法
学
」
の
語
が
日
本
で
ま

す
ま
す
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
対
象
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
考
察
の
一
部
は
公

法
学
全
般
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
直
接
の
考
察
対
象
は
あ
く
ま
で
も
憲
法
学
で
あ
る
（
な
お
行
政
法
学
の
新
潮
流
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
57
）。

さ
ら
に
、
憲
法
と
国
法
の
ど
ち
ら
の
語
を
用
い
る
か
は
、《
国
家
と
憲
法
の
ど
ち
ら
が
先
に
存
在
す
る
か
》
と
い
う
原
理
的
な
問
い
に
つ
い
て

の

―
あ
る
意
味
で
イ
デ
オ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な

―
態
度
表
明
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
国
法
の
語
は
、
外
国
語
へ
の
翻
訳

が
困
難
と
い
う
問
題
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
ん
に
ち
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
進
展
に
よ
り
国
家
の
独
自
の
意
義
が
相
対
化
さ
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れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
国
法
に
代
え
て
あ
え
て
憲
法
の
語
を
用
い
る
傾
向
が
広
く
見
受
け
ら
れ
る
。
以
上
に
つ
き
、H

. H
ofm

ann, JZ 1999, 
1065 

（1065 ff.

）; C. M
öllers, D

er verm
isste Leviathan, 2008, S. 9 ff. u. passim

; W
. Pauly, in: v. Bogdandy u.a. 

（H
rsg.

）, IPE II, 
2008, 

§ 27 Rn. 13, 18; M
. Jestaedt, JZ 2012, 1 

（3 f.

）; H
. Schulze-Fielitz, Staatsrechtlehre als M

ikrokosm
os, 2013, S. 4 f., 262 

ff. 

な
お
こ
の
点
、
後
掲
注
（
45
）
も
加
え
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）  J. F. Lindner, JZ 2015, 589 （ebd.

）; C. Schönberger, D
er „G

erm
an Approach

“, 2015, S. 3. 

後
者
の
書
評
と
し
て
、
三
宅
雄
彦
「
公

法
学
史
方
法
の
日
独
比
較
」
埼
玉
大
学
社
会
科
学
論
集
一
五
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
一
頁
以
下
。

（
3
）  

例
え
ば
、R. W

ahl, H
erausforderungen und Antw

orten, 2006

（
邦
訳
：
Ｒ
・
ヴ
ァ
ー
ル
〔
小
山
剛
監
訳
〕『
憲
法
の
優
位
』〔
二
〇
一
二

年
〕
一
頁
以
下
）; M

. Jestaedt, D
as m

ag in der Theorie richtig sein..., 2006; ders., D
ie Verfassung hinter der Verfassung, 2009; 

Schulze-Fielitz 
（H

rsg.

）, Staatsrechtslehre als W
issenschaft, 2007; Engel/Schön 

（H
rsg.

）, D
as Proprium

 der Rechtsw
issens- 

chaft, 2007; Jestaedt/Lepsius 

（H
rsg.

）, Rechtsw
issenschaftstheorie, 2008; Lüdem

ann/Funke 

（H
rsg.

）, Ö
ffentliches Recht und 

W
issenschaftstheorie, 2009; Stürner 

（H
rsg.

）, D
ie Bedeutung der Rechtsdogm

atik für die Rechtsentw
icklung, 2010 

（
邦
訳
：
松

本
博
之
ほ
か
編
『
法
発
展
に
お
け
る
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
意
義
』〔
二
〇
一
一
年
〕）; D

epenheuer/G
rabenw

arter 

（H
rsg.

）, Verfassungs- 
theorie, 2010; M

. Jestaedt u.a., D
as entgrenzte G

ericht, 2011 （
邦
訳
：
Ｍ
・
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
ほ
か
〔
鈴
木
秀
美
ほ
か
訳
〕『
越
境
す
る

司
法
』〔
二
〇
一
四
年
〕）; Vesting/Korioth （H

rsg.

）, D
er Eigenw

ert des Verfassungsrechts, 2011; Kirchhof u.a. （H
rsg.

）, W
as w

eiß 
D
ogm

atik?, 2012; H
ilgendorf/Schulze-Fielitz 

（H
rsg.

）, Selbstreflexion der Rechtsw
issenschaft, 2015; M

. H
ailbronner, Tradi-

tions and Transform
ations （O

U
P 2015

）; O
. Lepsius, Relationen, 2016 （

な
お
、
法
学
全
般
に
関
わ
る
文
献
も
一
部
含
む
）。

（
4
）  

日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
憲
法
研
究
の
歴
史
と
現
況
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
宍
戸
常
寿
『
憲
法
裁
判
権
の
動
態
』（
二
〇
〇
五
年
）
一
頁
以
下
お

よ
び
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
数
多
く
の
文
献
を
参
照
。

（
5
）  

そ
の
よ
う
な
流
れ
に
対
す
る
重
要
な
問
題
提
起
と
し
て
、
石
川
健
治
「
憲
法
解
釈
学
に
お
け
る
『
論
議
の
蓄
積
志
向
』」
樋
口
陽
一
ほ
か
編

『
国
家
と
自
由
・
再
論
』（
二
〇
一
二
年
）
一
五
頁
以
下
、
林
知
更
『
現
代
憲
法
学
の
位
相
』（
二
〇
一
六
年
）
一
一
七
頁
以
下
。

（
6
）  

シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
は
、
二
〇
一
〇
年
に
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
ら
に
よ
り
《
公
法
の
基
礎
》
と
題
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、

理
論
傾
向
の
新
た
な
時
代
の
幕
開
け
と
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。M

. Stolleis, G
eschichte des öffentlichen Rechts in 

D
eutschland, Bd. IV, 2012, S. 391. 

同
グ
ル
ー
プ
は
翌
年
以
降
、
ド
イ
ツ
国
法
学
者
協
会
の
総
会
と
併
せ
て
研
究
会
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の

成
果
は
、《Fundam

enta Juris Publici

》
と
題
す
る
叢
書
の
形
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
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（
7
）  

彼
ら
の
あ
い
だ
に
は
学
問
的
な
方
向
性
に
つ
い
て
多
く
の
共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
違
い
も
当
然
見
ら

れ
、
一
つ
の
《
学
派
》
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
公
法
学
者
の
分
類
と

し
て
支
配
的
で
あ
り
、
か
つ
我
が
国
の
学
者
に
も
馴
染
み
の
深
い
「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
学
派
」・「
ス
メ
ン
ト
学
派
」
の
枠
組
み
は
こ
こ
で
は
も
は
や
意

味
を
持
た
な
い
。
参
照
、D. Rennert, D

er Staat 53 （2014

）, S. 31 （52, 54 f.

）.
（
8
）  
参
照
、
林
・
前
掲
注
（
5
）
四
二
八
頁
、C. Schönberger, VRÜ
 43 （2010

）, S. 6 （22

）. 

比
較
法
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
掲
注
（
61
）
も
参

照
。

（
9
）  

ド
イ
ツ
で
は
、
大
学
の
憲
法
学
者
で
あ
っ
て
も
法
学
部
を
出
て
か
ら
二
年
間
の
司
法
修
習
を
受
け
、
二
度
の
司
法
試
験
で
優
秀
な
成
績
を
お
さ

め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
試
験
で
高
得
点
を
と
る
た
め
に
学
生
が
学
説
よ
り
も
判
例
を
重
視
し
、
国
内
法
に
特
化
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

Schönberger （Fn. 8
）, S. 14 f.; B.-O

. Bryde, Verfassungsentw
icklung, 1982, S. 208. 

ま
た
、
比
較
憲
法
の
科
目
は
存
在
し
な
い
（
な
お

一
般
国
家
学
に
つ
き
後
述
注
（
45
））。

（
10
）  

参
照
、Schulze-Fielitz （Fn. 1

）, S. 10; Lindner （Fn. 2

）, S. 592 ff.; M
. Stolleis, KritV

 80 （1997

）, S. 339 （354

）.

（
11
）  F. C. M

ayer, JZ 2016, 857 （ebd.

） 

は
例
と
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
父
プ
ロ
イ
ス
、
ナ
チ
ス
の
桂
冠
法
学
者
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ら
を
挙
げ
る
。

さ
ら
に
、Stolleis （Fn. 10

）, S. 340.

（
12
）  

詳
し
く
は
、A

. Voßkuhle, in: Schulze-Fielitz （Fn. 3

）, S. 135 （144 ff.

）; M
ayer （Fn. 11

）, S. 858; Stolleis （Fn. 6

）, S. 355 f.

（
13
）  Voßkuhle （Fn. 12

）, S. 147 f.; Schulze-Fielitz （Fn. 1

）, S. 195 ff.

（
14
）  

参
照
、T. O

pperm
ann, in: Badura/D

reier （H
rsg.

）, FS 50 Jahre BVerfG, Bd. II, 2002, S. 421 ff. （
邦
訳
：
Ｔ
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
〔
赤

坂
正
浩
訳
〕「
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
ド
イ
ツ
国
法
学
」
立
教
法
学
八
七
号
〔
二
〇
一
三
年
〕
一
二
一
頁
以
下
）、
三
宅
雄
彦
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

お
け
る
法
と
人
事
」
法
律
時
報
八
六
巻
八
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
頁
以
下
。

（
15
）  A

. v. Bogdandy, in: ders. u.a. （Fn. 1

）, 

§ 39 Rn. 1, 70.

（
16
）  M
ayer （Fn. 11

）, S. 858.

（
17
）  

過
去
に
憲
法
学
者
が
判
例
に
直
接
の
影
響
を
与
え
た
代
表
的
な
も
の
と
し
て
例
え
ば
、
政
党
に
関
わ
る
判
例
に
関
す
る
ラ
イ
プ
ホ
ル
ツ
の
影
響
、

租
税
法
判
決
に
お
け
る
「
五
公
五
民
原
則
」
や
「
国
家
合
同
（Staatenverbund

）」
と
し
て
の
欧
州
共
同
体
理
解
に
関
す
る
Ｐ
・
キ
ル
ヒ
ホ
ー

フ
の
影
響
、
民
主
政
分
野
の
判
例
に
お
け
る
「
正
統
性
の
鎖
（Legitim

ationskette

）」
に
つ
い
て
の
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
影
響
、
基
本
権
の

狭
い
保
護
領
域
／
介
入
概
念
に
つ
い
て
の
ホ
フ
マ
ン
‐
リ
ー
ム
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。O

pperm
ann 

（Fn. 14

）; Schulze-Fielitz 

（Fn. 1

）,  
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S. 391.

（
18
）  

批
判
的
な
も
の
と
し
て
、Schönberger （Fn. 8

） S. 16 Fn. 35; M
. Jestaedt, in: FS Bethge, 2009, S. 529 （541 ff

）.
（
19
）  Schulze-Fielitz （Fn. 1

）, S. 17. 

さ
ら
にBogdandy （Fn. 15

）, Rn. 69; O
. Lepsius, in: H

ilgendorf/Schulze-Fielitz （Fn. 3

）, S. 87.
（
20
）  Schulze-Fielitz （Fn. 1

）, S. 17; Bryde （Fn. 9

）, S. 209. 

ド
イ
ツ
法
に
精
通
す
る
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
学
者
も
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判

例
に
お
い
て
、
学
説

―
と
り
わ
け
通
説
（herrschende M

einung

）
や
、
代
表
的
に
は
マ
ウ
ン
ツ
＝
デ
ュ
ー
リ
ヒ
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

―

が
大
き
な
意
義
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。D. P. Kom

m
ers, in G

oldsw
orthy （ed

）, Interpreting Constitutions: A
 Com

parative 
Study （O

U
P, 2006

）, p. 193.

（
21
）  B. Schlink, D

er Staat 29 （1989

）, S. 161 （163 f., 168 ff.

）.

（
22
）  R. Sm

end, Staatsrechtliche Abhandlungen, 4. Aufl. 2010, S. 581 

（582

） （erstm
als 1968

） （
傍
点
は
栗
島
）。
さ
ら
に
、
シ
ュ
リ
ン

ク
と
同
様
の
指
摘
と
し
て
す
で
に
、Bryde 

（Fn. 9

）, S. 109. 

ま
た
、
イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
は
一
九
九
六
年
の
論
文
に
お
い
て
、（
カ
ン
ト
の
有
名
な

喩
え
を
借
り
つ
つ
）
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
下
女
と
し
て
た
い
ま
つ
を
捧
げ
持
つ
役
割
か
ら
、
後
ろ
で
裾
を
も
ち
あ
げ
る
役
割

へ
と
堕
落
し
た
と
診
断
す
る
。J. Isensee, JZ 1996, 1085 

（1086

）. 

さ
ら
に
参
照
、H

.-P. Schneider, N
JW

 1999, 1497 

（1503

）; U
. R. 

H
altern, D

er Staat 40 （2001
）, S. 243 （256

）.

（
23
）  Lepsius 

（Fn. 19

）, S. 91 

は
そ
の
よ
う
に
指
摘
し
、
例
と
し
て
、
デ
ュ
ー
リ
ヒ
、
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
、
エ
ー
ム
ケ
、
ヘ
ッ
セ
、
ヘ
ー
ベ
ル
レ

ら
を
挙
げ
る
。M

. Stolleis, Verfassungs
（ge
）shichten, 2017, S. 5 

は
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
お
け
る
「
憲
法
史
」
へ
の
関
心
が
、
一
九
五
〇

年
代
、
六
〇
年
代
と
比
べ
て
、
こ
ん
に
ち
で
は
は
る
か
に
薄
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

（
24
）  Schönberger （Fn. 2

）, S. 38.

（
25
）  

参
照
、E.-W

. Böckenförde, N
JW

 1974, 1529 ff. 
（
邦
訳
：
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
〔
初
宿
正
典
編
訳
〕『
現
代
国
家
と
憲
法
・
自
由
・
民
主

制
』〔
一
九
九
九
年
〕
二
七
九
頁
以
下
）; ders., D

er Staat 29 （1990

）, S. 1 ff.

（
26
）  W
. Schm

idt, in: Sim
on （H

rsg.

）, Rechtsw
issenschaft in der Bonner Republik, 1994, S. 188 （210

）.

（
27
）  C. Schönberger, in: FG

 Schlink, 2014, S. 41 （46 f.

）; ders. （Fn. 2
）, S. 31.

（
28
）  P. Lerche, BayV

Bl. 2002, 649 ff.

（
29
）  M

. Jestaedt, in: ders. u.a. （Fn. 3

）, S. 77 （128

） （
邦
訳
一
〇
三
頁
）。
ク
レ
プ
フ
ァ
ー
も
同
様
に
、
実
務
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
ゆ
え
に
、

憲
法
学
が
法
学
の
中
で
「
最
も
影
響
力
の
あ
る
分
野
」
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。M

. Kloepfer, JZ 2003, 481 

（483

）. 

さ
ら
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に
、Schönberger （Fn. 2

）, S. 30 ff.

（
30
）  C. M

öllers, in: Jestaedt u.a. （Fn. 3

）, S. 357

（
邦
訳
三
〇
三
頁
）。H

altern （Fn. 22

）, S. 256.
（
31
）  

こ
の
点
と
の
対
比
で
、「
ま
さ
に
、
法
実
務
を
嚮
導
す
る
任
務
を
帯
び
た
『
法
学
』
と
い
う
観
念
が
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
に
欠
け
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
法
に
関
す
る
非
実
用
的
・
理
論
的
な
学
問
と
し
て
の
『
法
理
学
』（jurisprudence

）
が
比
較
的
に
早
い
時
期
に
こ
の
国
で
成
立
し
た
」

と
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。
碧
海
純
一
ほ
か
『
法
学
史
』（
一
九
七
六
年
）
一
四
頁
﹇
碧
海
執
筆
﹈。

（
32
）  Lepsius 
（Fn. 19

）, S. 88

（「
判
例
に
対
す
る
批
判
的
考
察
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
は
判
例
に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
表
す
の
で
は
な
く
、
実
務

へ
の
影
響
力
を
失
い
た
く
な
い
法
律
学
の
独
自
の
利
益
の
表
れ
で
あ
る
」）。
こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
、
法
学
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
保
守
的
傾
向
を

生
み
出
す
。Bryde （Fn. 9

）, S. 210, bes. Fn. 30. 

憲
法
学
者
の
保
守
性
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
81
）
も
参
照
。

（
33
）  H

ailbronner, supra note 3, p. 171.

（
34
）  Jestaedt （Fn. 29
）, S. 87 （
邦
訳
七
三
頁
）。

（
35
）  

な
お
参
照
、C. M

öllers/A
. Voßkuhle, DV

 36 

（2003

）, S. 321 

（322

） （「
法
律
家
は
権
力
行
使
へ
の
絶
え
間
な
き
幇
助
と
い
う
疑
い
を
か

け
ら
れ
て
き
た
」）。

（
36
）  

指
摘
と
し
てC. Bum

ke, JZ 2014, 641 

（645

）; C. W
aldhoff, in: Kirchhof u.a. 

（Fn. 3

）, S. 17 

（26

）; M
. Eifert, ebd., S. 79 

（80

）; 
M

. Jestaedt, ebd., S. 117 （121

）; R. W
ahl, in: Stürner （Fn. 3

）, S. 121 （ebd.

） （
邦
訳
一
六
三
頁
）。

（
37
）  

以
下
の
記
述
に
あ
た
っ
て
下
記
の
様
々
な
文
献
を
参
照
し
た
が
、
煩
を
避
け
る
た
め
い
ち
い
ち
引
用
箇
所
を
示
す
こ
と
は
避
け
た
。Kirchhof u.a. 

（Fn. 3

） 

所
収
の
各
論
文
の
ほ
か
、W

. Brohm
, VVD

StRL 30 （1971

）, S. 245 （246 ff.

）; ders., in: FS M
aurer, 2001, S. 1079 （1081 ff.

）; 
R. A

lexy, Theorie der juristischen Argum
entation, 1983, S. 307 ff.; M

. M
orlok, W

as heißt und zu w
elchem

 Ende studiert m
an 

Verfassungstheorie?, 1988, S. 39 ff.; Jestaedt, Theorie （Fn. 3

）; ders., Verfassung （Fn. 3

）; ders., in: D
epenheuer/G

rabenw
arter 

（Fn. 3

）, 

§ 1 Rn. 10 ff.; I. A
ppel, V

VD
StRL 67 （2008

）, S. 226 （235 ff.

）; E. Schm
idt-A

ßm
ann, Verw

altungsrechtliche D
ogm

atik, 
2013, S. 3 ff.; C. M

öllers, in: H
offm

ann-Riem
 u.a. （H

rsg.
）, G

V
w
R I, 2. Aufl. 2012, 

§ 3 Rn. 35 ff. 

邦
語
で
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
、

三
宅
雄
彦
『
保
障
国
家
論
と
憲
法
学
』（
二
〇
一
三
年
）
四
六
頁
以
下
、
二
三
一
頁
以
下
、
太
田
航
平
「
憲
法
理
論
と
憲
法
教
義
学
の
関
係
」 

青
森
中
央
学
院
大
学
研
究
紀
要
二
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
五
頁
以
下
、
實
原
隆
志
「
国
法
学
と
実
務
の
近
さ
を
批
判
す
る
純
粋
法
学
的
言
説
に

つ
い
て
」
戸
波
江
二
先
生
古
稀
記
念
『
憲
法
学
の
創
造
的
展
開
・
上
』（
二
〇
一
七
年
）
一
五
一
頁
以
下
が
あ
る
。

（
38
）  

批
判
的
観
点
か
ら
特
異
性
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
けO

. Lepsius, in: Kirchhof u.a. 

（Fn. 3

）, S. 39 

（47 f.

）. 

特
有
の
も
の
と
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認
め
つ
つ
も
肯
定
的
に
捉
え
る
も
の
と
し
て
、W

aldhoff （Fn. 36

）, S. 36 f. 

ま
たSchönberger （Fn. 2

）, S. 39 

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
学
に

お
い
て
、
裁
判
所
の
個
別
事
案
に
お
け
る
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
と
、
一
般
的
基
本
原
則
と
の
間
を
結
び
つ
け
る
中
間
層

―
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

―

が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
国
の
法
学
で
も
同
様
の
営
み
が
観
察
さ
れ
う
る
と
す
る
の
は
、W

ahl 

（Fn. 
36

）, S. 133; G
. Kirchhof/S. M

agen, in: Kirchhof u.a. （Fn. 3

）, S. 151 （158

）; Schm
idt-A

ßm
ann （Fn. 37

）, S. 5 f. 

両
者
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
る
も
の
と
し
て
、M

öllers （Fn. 37

）, Rn. 37.

（
39
）  
こ
の
点
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、W

. Kahl, DV
 42 

（2009

）, S. 463 

（497 ff.

）; F. Schoch, in: Stürner 

（Fn. 3

）, S. 91 

（99 ff.

） （
邦

訳
一
一
五
頁
以
下
）; Schm

idt-A
ßm

ann （Fn. 37

）, S. 3 ff.

（
40
）  

下
記
の
記
述
は
、Jestaedt, Theorie 

（Fn. 3

）; ders., Verfassung 

（Fn. 3

）; ders. 

（Fn. 36

）; ders. 

（Fn. 37

） 

に
依
る
が
、
煩
を
避
け
る

た
め
い
ち
い
ち
引
用
箇
所
を
示
す
こ
と
は
避
け
た
。

（
41
）  

同
様
に
、
現
行
憲
法
の
描
写
と
し
て
の
「
法
認
識
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
」
を
「
法
創
造
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
」
か
ら
厳
密
に
峻
別
す
る
こ
と
を
求
め

る
も
の
と
し
てC. H

illgruber, V
V
D
StRL 67 （2008

）, S. 7 （49 ff.

）. 

彼
は
ま
た
、
憲
法
解
釈
に
お
け
る
文
言
と
制
憲
者
意
思
の
意
義
を
強
調

す
る
。D

ers., in: D
epenheuer/G

rabenw
arter （Fn. 3

）, 

§ 15 Rn. 10, 14 u. passim
.

（
42
）  M

. Payandeh, Judikative Rechtserzeugung, 2017, S. 155. 

峻
別
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
さ
ら
に
、U

. Volkm
ann, D

er Staat 51 

（2012

）, S. 601 （603 ff.

）. 

理
論
と
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
区
別
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
両
者
の
連
関
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、P. Kirchhof, 

in: Isensee/ders. 

（H
rsg.

）, H
StR XII, 3. Aufl. 2014, 

§ 273 Rn. 4, 12. 

さ
ら
に
、C. M

öllers, Staat als Argum
ent, 2. Aufl. 2010,  

S. 186 f. 

も
、
憲
法
理
論
と
個
別
の
憲
法
解
釈
の
複
雑
な
結
び
つ
き
を
指
摘
す
る
。

（
43
）  

も
っ
と
も
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
理
論
と
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
可
能
な
限
り
で
区
別
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
が
、
完
全
な
分
離
を
求
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
、Payandeh （Fn. 42
）, S. 156 Fn. 20

も
参
照
。

（
44
）  A

. Voßkuhle, in: Kirchhof u.a. （Fn. 3

）, S. 111 （114
）; Schm

idt-A
ßm

ann （Fn. 37

）, S. 3 ff. 

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に

と
っ
て
そ
の
閉
じ
ら
れ
た
性
格
、
排
他
的
な
性
格
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
の
反
論
も
あ
る
。W

aldhoff （Fn. 36

）, S. 35 f.; Lepsius （Fn. 19

）, 
S. 91 f.

（
45
）  

伝
統
的
に
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
は
、「
場
所
や
時
代
、
社
会
的
背
景
に
関
係
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
共
通
す
る
事
柄
」（R. H

erzog, Allge-
m
eine Staatslehre, 1971, S. 35

）
を
探
求
す
る
「
一
般
国
家
学
」
と
呼
ば
れ
る
科
目
を
通
じ
て
、
比
較
憲
法
や
法
史
学
、
政
治
学
等
の
隣
接

分
野
へ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
開
い
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
憲
法
理
論
は
そ
の
系
統
に
属
す
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
あ
り
、
両
者
に
は
「
家
族
的
な
類
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似
」
が
認
め
ら
れ
る
が
（Jestaedt 

﹇Fn. 37

﹈, 

§ 1 Rn. 5

）、
一
般
国
家
学
は
こ
ん
に
ち
多
く
の
大
学
の
法
学
部
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
姿
を
消

し
、
意
義
を
大
き
く
失
っ
て
い
る
。
一
般
国
家
学
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
固
有
の
方
法
論
が
定
ま
っ
て
い
な
い
と
か
、
国
家
と
い
う
枠
組

み
設
定
そ
の
も
の
の
問
題
（
前
述
注
（
1
））
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
憲
法
理
論
が
推
し
進
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
フ
ォ
ス

ク
ー
レ
は
、
シ
ュ
ッ
ペ
ル
ト
と
と
も
に
国
家
論
な
い
し
一
般
国
家
学
の
再
建
を
訴
え
る
。A

. Voßkuhle, JuS 2004, 2 

（4 ff.

）. 

国
家
学
に
批
判

的
な
も
の
と
し
て
例
え
ば
、C. Schönberger, in: Beaud/H

eyen 

（H
rsg.

）, Eine deutsch-französische Rechtsw
issenschaft?, 1999,  

S. 111 ff.; Lepsius, EuG
RZ 2004, 370 

（375 ff.

）. 

新
・
行
政
法
学
（
後
掲
注
（
57
））
と
の
関
連
で
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
な
お
懐
疑

的
な
も
の
と
し
て
、M

öllers 

（Fn. 42

）, S. XI 

（XLI ff.

）. 

国
家
理
論
の
意
義
喪
失
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、F. G

ünther, D
enken vom

 Staat 
her, 2004, S. 321 ff.

（
46
）  

以
下
の
記
述
に
つ
き
、Schönberger （Fn. 2

）, S. 18 ff.

（
47
）  Bryde 

（Fn. 9

）, S. 109 

は
そ
の
よ
う
に
述
べ
、
戦
後
の
憲
法
学
が
ス
メ
ン
ト
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ケ
ル
ゼ
ン
、
ヘ
ラ
ー
と
い
っ
た
ワ
イ
マ
ー
ル

期
の
理
論
家
の
遺
産
に
頼
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
憲
法
学
が
判
例
研
究
に
没
頭
す
る
結
果
、
国
家
の
実
践
に
関
す
る
研
究
が
政
治
学

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
48
）  

参
照
、M

öllers/Voßkuhle （Fn. 35
）, S. 321 ff.; Jestaedt （Fn. 36

）, S. 122 ff.

（
49
）  

国
法
学
者
協
会
の
会
員
数
は
、
一
九
四
九
年
に
八
二
名
、
一
九
六
〇
年
に
一
一
七
名
だ
っ
た
の
が
、
一
九
九
〇
年
に
は
三
五
七
名
に
、
そ
し
て

二
〇
一
二
年
に
は
七
一
四
名
ま
で
増
加
し
て
い
る
。Stolleis （Fn. 6

）, S. 499; Schulze-Fielitz （Fn. 1

）, S. 10.

（
50
）  

こ
こ
で
挙
げ
た
文
献
に
つ
い
て
詳
し
く
はStolleis （Fn. 6

）, S. 530 ff.

（
51
）  Schulze-Fielitz （Fn. 1

）, S. 318 ff.

（
52
）  

批
判
的
な
も
の
と
し
てSchulze-Fielitz 

（Fn. 1

）, S. 41 f.; Stolleis 

（Fn. 6

）, S. 534; O
. Lepsius, in: Jestaedt/ders. 

（Fn. 3

）, S. 1  

（6 ff.

）; W
issenschaftsrat, Perspektiven der Rechtsw

issenschaft in D
eutschland, 2012, S. 68 f.

（
53
）  

詳
し
く
は
、W

. Kahl, in: G
S Brugger, 2013, S. 663 （666 ff.

）.

（
54
）  

参
照
、E. Schm

idt-A
ßm

ann, D
as allgem

eine Verw
altungsrecht als O

rdnungsidee, 2. Aufl. 2004, S. 31 

（
邦
訳
：
Ｅ
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
‐
ア
ス
マ
ン
〔
太
田
匡
彦
ほ
か
訳
〕『
行
政
法
理
論
の
基
礎
と
課
題
』〔
二
〇
〇
六
年
〕
三
二
頁
）。

（
55
）  

参
照
、A

. Voßuhle, EuG
RZ 2014, 165 （165 ff.

）.

（
56
）  W

ahl （Fn. 3

）, S. 23

（
邦
訳
一
六
頁
）。
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（
57
）  

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の
問
題
に
憲
法
学
よ
り
早
く
反
応
し
、
改
革
を
進
め
た
の
は
行
政
法
学
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
法
の
影
響
の
拡
大
の
ほ
か
、
行
政
の
任

務
の
増
加
に
伴
う
各
論
分
野
の
専
門
化
・
細
分
化
や
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
活
動
の
増
大
、
民
営
化
・
公
私
協
働
の
進
展
、
そ
れ
に
伴
う
行

政
と
市
民
の
関
係
の
変
化
、
と
い
っ
た
様
々
な
新
し
い
社
会
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
純
・
法
律
学
的
な
行
政
法
総
論
は
十
分
に
機

能
し
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
一
九
九
〇
年
代
よ
り
「
行
政
法
総
論
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
従
来
の
行
政
法

学
は
裁
判
所
中
心
主
義
で
あ
り
、
事
後
的
な
法
の
解
釈
・
適
用
の
側
面
ば
か
り
を
見
据
え
て
い
る
、
ま
た
、
法
学
の
概
念
性
・
体
系
性
を
過
度
に

重
視
す
る
反
面
、
事
実
認
識
に
弱
く
、
政
策
提
言
的
な
機
能
に
乏
し
い
、
な
ど
と
批
判
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
克
服
す
る
「
新
・
行
政
法
学
」

が
打
ち
立
て
ら
れ
た
（
と
さ
れ
る
）。
も
っ
と
も
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
全
体
像
に
つ
き
、
三

宅
・
前
掲
注
（
37
）
一
四
頁
以
下
。
批
判
的
な
い
し
懐
疑
的
な
も
の
と
し
て
、W

ahl 

（Fn. 1

）, S. 87 ff. 

（
邦
訳
九
二
頁
以
下
）; W

. Kahl, DV
 

42 （2009

）, S. 463 （491 ff.

）; Schönberger （Fn. 2

）, 45 ff. 

最
新
の
徹
底
し
た
批
判
と
し
てK. F. G

ärditz, in: Burgi （H
rsg.

）, Zur Lage 
der Verw

altungsrechtsw
issenschaft, 2017, S. 105 （144

） （
改
革
に
よ
り
こ
れ
ま
で
の
行
政
法
学
は
「
孤
高
の
象
牙
の
塔
へ
と
連
れ
去
ら
れ

て
し
ま
っ
た
」）。

（
58
）  U

. Everling, EuR 1994, 127 （140

）; T. v. D
anwitz, EuR 2008, 769 （779

）. 

エ
フ
ァ
リ
ン
グ
は
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
元
裁
判
官
で
あ
り
、

フ
ォ
ン
・
ダ
ン
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
現
在
判
事
を
務
め
て
い
る
。

（
59
）  Everling （Fn. 58

）, 132 ff., 136 ff.; Schönberger （Fn. 2

）, S. 14, 49. 

も
っ
と
も
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
お
よ
び
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決

の
理
由
づ
け
も
、
近
時
は
詳
細
か
つ
抽
象
的
に
な
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る
。A

. v. U
ngern-Sternberg, AöR 138 （2013

）, S. 1 （56

）.

（
60
）  

こ
れ
は
決
し
て
ド
イ
ツ
特
有
の
展
開
で
は
な
く
、
外
国
法
の
参
照
は
各
国
の
憲
法
学
で
近
時
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
憲
法

裁
判
所
の
「
生
け
る
法
」
理
論
が
こ
ん
に
ち
の
フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
で
参
照
さ
れ
て
い
た
り
、
欧
州
統
合
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
一
連
の
判
決
群
が
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
各
国
で
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

（
61
）  

比
較
憲
法
の
方
法
論
に
関
す
る
近
時
の
議
論
と
し
て
、Schönberger （Fn. 8

）; M
. Kotzur, JöR n. F. 63 （2015

）, S. 355 ff.; C. H
illgru-

ber, ebd., S. 385 ff.; S. Baer, ebd., S. 389 ff.; A
.-B. Kaiser, G

erm
an L. J. Vol. 18 N

o. 2 （2017

）, pp. 293 ff. 

な
お
一
般
国
家
学
は
そ

の
性
質
上
、
比
較
憲
法
の
視
点
も
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
現
状
に
つ
い
て
前
掲
注
（
45
）
を
参
照
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
高
等
教
育
・
学
術
研
究

政
策
に
お
い
て
強
い
影
響
力
を
も
つ
学
術
審
議
会
が
ま
と
め
た
報
告
書
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
律
学
の
展
望
』（
二
〇
一
二
年
）

―
こ
れ
は
、

ド
イ
ツ
の
法
学
者
全
般
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
な
っ
た

―
が
、
法
律
学
の
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
指
摘
し
、
基
礎
法
学
お

よ
び
学
際
性
の
強
化
と
並
ん
で
、
こ
ん
に
ち
の
法
学
に
「
国
際
的
な
観
点
を
参
照
し
、
批
判
的
に
取
り
入
れ
る
方
法
（M

ethodik

）」
が
必
要
だ
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と
説
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。W

issenschaftsrat （Fn. 52

）, S. 25.

（
62
）  H

. C. Röhl, V
V
D
StRL 74 （2015

）, S. 7 （26

）.
（
63
）  H

ailbronner, supra note 3, pp. 10, 79 ff. et passim
.

（
64
）  Ibid., pp. 151 ff. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、C. M

öllers, in: Jestaedt u.a. （Fn. 3

）, S. 281 （362

） （
邦
訳
三
〇
七
頁
）
も
参
照
。
ア

メ
リ
カ
の
動
向
を
参
照
し
つ
つ
憲
法
学
を
裁
判
所
実
務
か
ら
引
き
離
す
方
向
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
、Schönberger, in: Vesting/Korioth 

（Fn. 3
）, S. 7 （22

）.

（
65
）  U

. R. H
altern, Verfassungsgerichtsbarkeit, D

em
okratie und M

ißtrauen, 1998, S. 73 ff., 81 ff. 

レ
プ
ジ
ウ
ス
も
、
ア
メ
リ
カ
と
の

比
較
で
同
様
の
指
摘
を
行
う
。O

. Lepsius, in: Jestaedt u.a. （Fn. 3

）, S. 159 （239 f.

）（
邦
訳
一
九
八
頁
：「
ア
メ
リ
カ
人
の
目
に
は
、
ド
イ

ツ
で
は
む
し
ろ
脱
政
治
性
、
合
理
性
、
な
ら
び
に
憲
法
に
よ
る
拘
束
の
表
明
と
し
て
理
解
さ
れ
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
逆
に
、
偽

装
さ
れ
た
政
治
と
し
て
映
る
」）。
さ
ら
に
、W
. Schm

idt, Einführung in die Problem
e des Verw

altungsrechts, 1982, S. 240 （「
法
が
終

わ
る
と
こ
ろ
か
ら
政
治
が
始
ま
る
、
法
と
政
治
は
完
全
に
対
置
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
法
律
家
の
任
務
は
非
政
治
的
な
法
を
扱
う
こ
と
で
あ
る
と

い
う
見
解
が
い
ま
だ
に
浸
透
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
っ
て
い
る
」）。

（
66
）  

ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
法
政
策
の
対
置
に
つ
い
て
は
、W

ahl （Fn. 36

） 

を
参
照
。

（
67
）  A

. v. Bogdandy, in: H
ilgendorf/Schulze-Fielitz （Fn. 3

）, S. 133 （142

）.

（
68
）  M

öllers/Voßkuhle （Fn. 35

）, S. 330; A
. v. A

rnauld, V
V
D
StRL 74 （2015

）, S. 39 （48 f.

）.

（
69
）  v. Bogdandy 

（Fn. 67

）, S. 149. Jestaedt 
（Fn. 1

）, S. 10

も
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
公
法
・
民
法
・
刑
法
」
の
厳
格
な
分
類
が
、
議

論
の
バ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
70
）  J. Isensee, JZ 2009, 949 （953 f.

）.

（
71
）  Schoch （Fn. 39

）, S. 99.

（
72
）  

例
え
ば
Ｋ
・
ヘ
ッ
セ
の
『
ド
イ
ツ
憲
法
綱
要
』（
初
版
：
一
九
六
七
年
、
第
二
〇
版
：
一
九
九
五
年
）
は
こ
れ
ま
で
ロ
シ
ア
語
、
日
本
語
、
韓

国
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
中
国
語
に
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。P. H

äberle, in: ders. u.a. 

（H
rsg.

）, Staatsrechtslehrer des 20. Jahr-
hunderts, 2015, S. 893 （905

）.

（
73
）  O

. Lepsius, in: Schulze-Fielitz （Fn. 3

）, S. 319 （326 f., 344 f.

）. 

さ
ら
に
参
照
、M

. Jestaedt, Verfassung （Fn. 3

）, S. 101 ff.

（
74
）  

そ
う
指
摘
す
る
も
の
と
し
てSchulze-Fielitz （Fn. 1

）, S. 31.
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（
75
）  

「
独
仏
公
法
対
話
サ
ー
ク
ル
」
の
活
動
に
つ
き
参
照
、http://w

w
w.dfgk.uni-freiburg.de/

（
二
〇
一
八
年
三
月
二
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
76
）  

下
記
の
記
述
に
つ
き
、L. H

euschling, in: v. Bogdandy u.a. 

（Fn. 1

）, 

§ 28 Rn. 21 ff., 26 f., 41 f., 50 ff.; Schönberger 

（Fn. 2

）,  
S. 9 ff, 13 ff., 16 ff.

（
77
）  
詳
し
く
は
、
山
元
一
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
理
論
』（
二
〇
一
四
年
）
六
四
九
頁
以
下
。

（
78
）  Schönberger （Fn. 2

）, S. 18.

（
79
）  
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
に
お
け
る
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
欠
如
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
38
）
も
参
照
。

（
80
）  Schönberger （Fn. 64

）, S. 10 ff., 13 ff.

（
81
）  M

. Stolleis 
（Fn. 11

）, S. 356

は
、
国
法
学
者
協
会
に
所
属
す
る
学
者
の
多
数
派
が
中
道
保
守
を
自
認
す
る
の
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
／
Ｆ
Ｄ

Ｐ
連
立
を
支
持
す
る
よ
う
な
《
リ
ベ
ラ
ル
》
な
学
者
は
極
め
て
少
な
い
と
指
摘
す
る
。
教
授
資
格
請
求
論
文
の
テ
ー
マ
選
定
に
関
し
て
も
、
一
九

五
〇
年
代
に
社
会
保
障
法
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
た
者
は
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
忠
告
さ
れ
、
さ
ら
に
環
境
法
に
関
し
て
は
一
九
七
〇
年
代
ま
で
そ

の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う 

（ebd., S. 358

）。
も
っ
と
も
、
近
時
の
憲
法
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
リ
ベ
ラ
ル
化
し
て
き
て
い
る
と
さ
れ
る
。

Schulze-Fielitz （Fn. 1

）, S. 37 f.

（
82
）  

詳
し
く
は
、
高
田
篤
「
戦
後
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
」
文
明
と
哲
学
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
七
四
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
に
お
け

る
ケ
ル
ゼ
ン
『
再
発
見
』
と
国
法
学
の
『
変
動
』
の
兆
し
」
法
律
時
報
八
八
巻
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
〇
一
頁
以
下
。

（
83
）  

イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
＝
キ
ル
ヒ
ホ
ー
フ
編
『
国
法
学
ハ
ン
ト
ブ
ー
フ
』
で
展
開
さ
れ
る
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
民
主
制
観
に
対
す
る
批
判
と
し

てSchulze-Fielitz （Fn. 1

）, S. 271 f.

（
84
）  C. Schönberger, in: Jestaedt （H

rsg.

）, H
ans Kelsen und die deutsche Staatsrechtslehre, 2013, S. 207 （208

）. 

さ
ら
に
、H

. D
reier, 

in: H
äberle u.a. （Fn. 72

）, S. 219 （238 f.

）.

（
85
）  

従
来
の
憲
法
学
に
お
け
る
民
主
制
軽
視
へ
の
批
判
と
し
てO

. Lepsius, D
er Staat 52 

（2013

）, S. 157 

（158 ff.

）. 

さ
ら
に
、
比
例
原
則
と

の
関
連
でders., in: Jestaedt/ders. （H

rsg.

）, Verhältnism
äßigkeit, 2015, S. 1 （38 ff.

）; M
. Jestaedt, ebd., S. 293 （300 ff.

）.

（
86
）  Lepsius 

（Fn. 65

）, S. 244 

（
邦
訳
二
〇
二
頁
：「
判
決
年
と
事
案
内
容
は
、
…
…
ド
イ
ツ
の
法
律
家
に
と
っ
て
重
要
な
情
報
を
含
ん
で
い
な
い
。

一
般
的
‐
抽
象
的
な
規
範
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
当
該
判
決
が
何
年
に
下
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
事
案
内
容
に
対
す
る
判
決
で
あ
っ
た
か
は
全
く

も
っ
て
重
要
で
な
い
」）。

（
87
）  W

. Kahl, in: D
epenheuer/G

rabenw
arter （Fn. 3

）, 

§ 24 Fn. 14.
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（
88
）  R. W

ahl, JZ 2013, 369 （375 ff.

）.

（
89
）  M

. Jestaedt, in: D
epenheuer u.a. 

（H
rsg.

）, N
om

os und Ethos, 2002, S. 183 

（188 ff.

）.

「
基
準
定
立
権
力
」
の
語
は
、Lepsius  

（Fn. 65

）, S. 159 ff. 

（
邦
訳
一
三
三
頁
以
下
）。
司
法
権
の
本
質
を
個
別
的
な
紛
争
の
解
決
と
い
う
点
に
見
出
し
、
判
例
の
射
程
を
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
よ
っ
て
絞
る
べ
き
と
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、Payandeh （Fn. 42

）, S. 468 f.
（
90
）  Schönberger （Fn. 2

）, S. 48 f. 

さ
ら
に
、
後
述
四
㈢
も
参
照
。

（
91
）  
過
去
の
判
決
に
つ
い
て
事
案
の
特
性
を
勘
案
す
る
必
要
性
を
強
調
す
る
の
はLepsius 

（Fn. 13

）, S. 18, 22 ff., 44 f., 56 ff. 

の
ほ
か
、

Schönberger, VVDStRL 71 （2012

）, S. 296 （320 ff.

）; Jestaedt （Fn. 29

）, S. 147 f. （
邦
訳
一
一
八
頁
以
下
）; M

öllers （Fn. 30

）, S. 364 f.

（
邦
訳
三
一
六
頁
以
下
）; ders., D

ie M
öglichkeit der N

orm
en, 2016, S. 443 ff.; v. U

ngern-Sternberg （Fn. 57

）, S. 55 ff.

（
92
）  

批
判
と
し
て
、F. M

einel/B. Kram
, JZ 2014, 913 （913 f.

）.

（
93
）  H

enne/Riedlinger 
（H

rsg.

）, D
as Lüth-U

rteil aus 

（rechts-

）historischer Sicht, 2004. 

ほ
か
に
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
ド
ル
フ
決
定
に
つ
い
て

D
oering-M

anteuffel u.a. （H
rsg.

）, D
er Brokdorf-Beschluss des BVerfG

 1985, 2015. 

さ
ら
に
、
歴
史
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重

視
し
た
新
た
な
憲
法
判
例
集
と
し
てM
enzel/M

üller-Terpitz （H
rsg.

）, Verfassungsrechtsprechung, 3. Aufl. 2017.

（
94
）  v. O

oyen/M
öllers （H

rsg.

）, H
andbuch Bundesverfassungsgericht im

 politischen System
, 1. Aufl. 2006, 2. Aufl. 2014.

（
95
）  M

einel/Kram
 （Fn. 92

）, S. 916 ff.

（
96
）  

こ
の
点
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
隣
接
分
野
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
法
を
新
た
に
定
位
し
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
に

ベ
ル
リ
ン
高
等
研
究
所
（W

issenschaftskolleg zu Berlin

）
に
設
置
さ
れ
た
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
の
法
（Recht im

 Kontext

）」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
参
照
、https://w

w
w.rechtim

kontext.de/start/

（
二
〇
一
八
年
三
月
二
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
97
）  

詳
し
く
はM

öllers 

（Fn. 42

）, S. XII, XL. 

ケ
ル
ゼ
ン
に
つ
い
て
は
前
述
三
㈣
。
ト
ー
マ
に
つ
きR. Thom

a 

（hrsgg. v. H
. D

reier

）,  
Rechtsstaat - D

em
okratie - G

rundrechte, 2008. 

フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
に
つ
きF. M

einel, D
er Jurist in der industriellen G

esellschaft,  
2. Aufl. 2012.

（
98
）  

そ
う
指
摘
す
る
も
の
と
し
てv. A

rnauld （Fn. 68

）, S. 60.

（
99
）  

こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
てSchönberger （Fn. 64

）, S. 18 f.

（
100
）  

ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
広
ま
ら
な
か
っ
た
の
は
、
憲
法
学
の
み
の
責
任
（
あ
る
い
は
功
績
？
）
で
は
な
い
。
他
分
野
に
も
目
を
転
じ
れ
ば
、
戦
後
、

川
島
武
宜
の
「
科
学
と
し
て
の
法
律
学
」
の
主
張
や
、
加
藤
雅
信
の
「
認
識
と
し
て
の
法
律
学
」
の
構
想
な
ど
、
判
例
研
究
を
中
心
的
課
題
と
す
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る
法
律
学
が
盛
ん
に
提
唱
さ
れ
、
法
学
の
教
義
学
的
性
質
・
体
系
志
向
が
む
し
ろ
忌
避
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
が
挙
げ
ら
れ
る
（
参
照
、
田
中

成
明
『
法
的
思
考
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
』〔
一
九
八
九
年
〕
第
五
章
）。
こ
の
点
、
日
本
の
思
想
の
伝
統
ま
で
遡
り
つ
つ
、
ド
イ
ツ
法
と
の
比

較
か
ら
鋭
い
分
析
を
行
う
も
の
と
し
て
、G

. Rahn, Rechtsdenken und Rechtsauffassung in Japan, 1990, S. 23 ff., 202 ff.
（
101
）  
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
時
代
の
憲
法
学
に
つ
き
、
棟
居
快
行
『
憲
法
学
の
可
能
性
』（
二
〇
一
二
年
）
第
七
章
。

栗
島　

智
明
（
く
り
し
ま
　
と
も
あ
き
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

所
属
学
会
　
　
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法

主
要
著
作
　
　 「
大
学
の
自
治
の
制
度
的
保
障
に
関
す
る
一
考
察

―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
問
の
自

由
の
制
度
的
理
解
の
誕
生
と
変
容
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
六
号
（
二
〇
一

五
年
）

　
　
　
　
　
　 G

egenw
ärtige D

iskussion über Artikel 9 der japanischen Verfassung - D
ie 

„N
euinterpretation

“ als Rechtsproblem
, in: ZJapanR/J. Japan. L. 42

（2016

）, S. 37 ff.

　
　
　
　
　
　 D

ie Janusköpfigkeit des O
G
H
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G
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artsproblem
e und Zukunftsperspektiven, in: ZJapanR/J. Japan. L. 
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（2017

）, S. 143 ff. 


